
Title 明治十五年刑法施行直後の不敬罪事件(一)
Sub Title The lése-majesté cases after the enforcement of criminal act of 1882

(1)
Author 手塚, 豊(Tezuka, Yutaka)

Publisher 慶應義塾大学法学研究会
Publication

year
1971

Jtitle 法學研究 : 法律・政治・社会 (Journal of law, politics, and
sociology). Vol.44, No.7 (1971. 7) ,p.72- 90 

JaLC DOI
Abstract
Notes 資料
Genre Journal Article
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara

_id=AN00224504-19710715-0072

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会また
は出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守し
てご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to
the respective authors, academic societies, or publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese
Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


明
治
十
五
年
刑
法
施
行
直
後
の
不
敬
罪
事
件

七
二
　
　
（
一
四
二
四
）

明
治
十
五
年
刑
法
施
行
直
後
の
不
敬
罪
事
件
（
一
）

手

塚

豊

一
　
は
し
が
ぎ

二
　
各
不
敬
罪
事
件

　
　
o
森
田
馬
太
郎
事
件

o
坂
崎
斌
事
件
o
大
庭
成
童
事
件
　
　
以
上
本
号

一
　
は
し
が
ぎ

　
本
稿
は
、
明
治
十
五
年
刑
法
施
行
直
後
、
す
な
わ
ち
十
五
、
十
六
両
年
度
に

発
生
し
た
不
敬
罪
事
件
を
個
別
的
に
紹
介
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
．

　
明
冶
十
五
年
刑
法
の
第
二
編
第
一
章
「
皇
室
二
対
ス
ル
罪
」
の
規
定
は
、
次

の
通
り
で
あ
る
．

　
第
一
一
六
条
　
天
皇
三
后
皇
太
子
二
対
シ
危
害
ヲ
加
へ
又
ハ
加
ヘ
ソ
ト
シ
タ

　
　
ル
者
ハ
死
刑
二
処
ス

　
第
一
一
七
条
　
天
皇
三
后
皇
太
子
二
対
シ
不
敬
ノ
所
為
ア
ル
者
ハ
三
月
以
上

　
　
五
年
以
下
ノ
重
禁
鋼
二
処
シ
ニ
十
円
以
上
二
百
円
以
下
ノ
罰
金
ヲ
附
加
ス

　
　
皇
陵
二
対
シ
不
敬
ノ
所
為
ア
ル
者
亦
同
シ

　
第
二
八
条
皇
族
二
対
シ
危
害
ヲ
加
ヘ
タ
ル
者
ハ
死
刑
二
処
シ
其
危
害
ヲ

　
　
加
ヘ
ン
ト
シ
タ
ル
者
ハ
無
期
徒
刑
二
処
ス

　
第
一
一
九
条
皇
族
二
対
シ
不
敬
ノ
所
為
ア
ル
者
ハ
ニ
月
以
上
四
年
以
下
ノ

　
　
重
禁
鋼
二
処
シ
十
円
以
上
百
円
以
下
ノ
罰
金
ヲ
附
加
ス

　
第
一
二
〇
条
　
此
章
二
記
載
シ
タ
ル
罪
ヲ
犯
シ
軽
罪
ノ
刑
二
処
ス
ル
者
ハ
六

　
　
月
以
上
二
年
以
下
ノ
監
視
二
附
ス

　
こ
の
章
に
規
定
さ
れ
て
い
る
罪
の
中
、
重
罪
に
該
当
す
る
も
の
す
な
わ
ち
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

一
一
六
条
第
二
八
条
違
反
の
事
件
は
、
高
等
法
院
が
そ
れ
を
所
管
し
、
軽
罪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

に
該
当
す
る
も
の
す
な
わ
ち
第
一
一
七
条
第
一
一
九
条
違
反
の
事
件
は
、
他
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

軽
罪
事
件
と
同
様
に
、
軽
罪
裁
判
所
の
所
管
で
あ
つ
た
。

　
明
治
十
五
年
刑
法
施
行
以
前
に
施
行
さ
れ
て
い
た
新
律
綱
領
、
改
定
律
例
の

二
法
典
は
、
不
敬
罪
に
つ
い
て
は
、
内
乱
、
外
患
の
罪
と
共
に
そ
の
規
定
を
欠

い
て
い
る
．
そ
の
理
由
は
、
立
法
当
時
、
そ
う
し
た
犯
罪
は
起
り
え
な
い
と
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

断
さ
れ
た
た
め
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
罪
刑
法
定
主
義
が
確
立
し
て

い
な
か
つ
た
当
時
の
こ
と
と
て
、
そ
れ
ら
両
法
典
に
規
定
の
な
い
事
項
が
す
べ

て
無
罪
で
あ
つ
た
わ
け
で
は
な
く
、
不
敬
罪
に
該
当
す
る
事
件
は
、
内
乱
、
外



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
（
7
）

患
事
件
と
共
に
「
国
事
犯
一
の
名
称
で
一
括
さ
れ
、
適
宜
処
罰
さ
れ
て
い
た
．

た
だ
一
つ
の
例
外
は
、
識
諺
律
（
明
治
八
年
六
月
二
十
八
日
．
太
政
官
布
告
第
一
一

〇
号
）
の
場
合
で
、
そ
れ
に
は
明
治
十
五
年
刑
法
の
不
敬
罪
の
一
部
が
、
す
で

に
早
く
成
文
化
さ
れ
て
い
た
。
次
の
通
り
で
あ
る
．

　
第
一
条
凡
ソ
事
実
ノ
有
無
ヲ
論
セ
ス
人
ノ
栄
誉
ヲ
害
ス
ヘ
キ
ノ
行
事
ヲ
摘

　
　
発
公
布
ス
ル
者
之
ヲ
講
殿
ト
ス
人
ノ
行
事
ヲ
挙
ル
ニ
非
ス
シ
テ
悪
名
ヲ
以

　
　
テ
人
二
加
へ
公
布
ス
ル
老
ヲ
誹
諺
ト
ス
著
作
文
書
若
ク
ハ
画
図
肖
像
ヲ
用

　
　
ヒ
展
覧
シ
若
ク
ハ
発
売
シ
若
ク
ハ
貼
示
シ
テ
人
ヲ
諌
殿
シ
若
ク
ハ
誹
諺
ス

　
　
ル
者
ハ
下
ノ
条
別
二
従
テ
罪
ヲ
科
ス

　
第
二
条
第
一
条
ノ
所
為
ヲ
以
テ
乗
輿
ヲ
犯
ス
ニ
渉
ル
者
ハ
禁
獄
三
月
以
上

　
　
三
年
以
下
罰
金
五
十
円
以
上
千
円
以
下
一
繭
耕
彬
糾
助
械
む
編
蜘
帰

　
第
三
条
　
皇
族
ヲ
犯
ス
ニ
渉
ル
者
禁
獄
十
五
日
以
上
二
年
半
以
下
罰
金
十
五

　
　
円
以
上
七
百
円
以
下

　
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
明
治
十
五
年
刑
法
第
一
一
七
条
第
一
一
九
条
の
一
部
に

　
　
　
（
8
）

該
当
す
る
．

　
要
す
る
に
、
明
治
十
五
年
以
前
に
お
い
て
は
、
講
諺
律
の
場
合
を
の
ぞ
ぎ
、

不
敬
罪
に
関
す
る
成
文
規
定
は
な
く
、
明
治
十
五
年
刑
法
の
施
行
に
よ
り
は
じ

め
て
不
敬
罪
に
関
す
る
一
般
的
成
文
規
定
が
具
備
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は

明
治
法
制
史
上
、
劃
期
的
出
来
事
の
一
つ
と
み
て
い
い
。

　
然
ら
ば
、
こ
の
明
治
十
五
年
刑
法
の
施
行
に
よ
り
、
不
敬
罪
事
件
の
発
生
状

況
、
処
罰
状
況
に
ど
ん
な
変
化
が
み
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
か
．
私
は
、
将
来
、
こ

の
問
題
を
究
明
す
る
論
考
の
発
表
を
予
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
を

考
察
す
る
に
は
、
ま
ず
、
明
治
十
五
年
刑
法
の
施
行
を
境
と
し
、
そ
の
前
と
後

　
　
　
　
明
治
十
五
年
刑
法
施
行
直
後
の
不
敬
罪
事
件

で
、
ど
ん
な
不
敬
罪
事
件
が
発
生
し
、
そ
れ
が
法
律
的
に
ど
の
よ
う
に
処
理
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

れ
た
か
を
知
る
こ
と
が
不
可
欠
の
前
提
で
あ
る
。
本
稿
が
、
明
治
十
五
年
刑
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
10
》

施
行
直
後
の
不
敬
罪
事
件
を
個
別
的
に
紹
介
す
る
所
以
で
あ
る
．
明
治
十
五
年

以
前
の
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
次
の
機
会
に
ゆ
ず
り
た
い
。

　
（
1
）
　
死
刑
、
無
期
有
期
の
徒
刑
と
流
刑
、
重
軽
の
懲
役
、
重
軽
の
禁
獄
を
法
定
刑
と

　
　
し
て
い
る
罪
は
重
罪
で
あ
る
（
刑
法
第
七
条
）
．

　
（
2
）
　
治
罪
法
第
八
三
条
　
高
等
法
院
二
於
テ
ハ
刑
法
第
二
編
第
一
章
第
二
章
二
記
載

　
　
シ
タ
ル
重
罪
ヲ
裁
判
ス

　
　
　
な
お
、
高
等
法
院
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
自
由
党
福
島
事
件
と
高
等
法
院
」
．
本

　
　
誌
第
三
二
巻
一
一
号
・
八
頁
以
下
参
照
．

　パ　　　　76543） ）））　）誌
第
三
五
巻
一
号
・

（
8
）し

た
法
律
で
あ
る
筈
で
あ
つ
た
が
、

を
適
用
し
た
．

治
法
制
史
料
拾
遺

（
9
）

　おける

共
和
主
義
の
伝
統
」

　れた

家
永
三
郎
教
授
は
、

　れる

が
、

　
お
ら
れ
る

　後述

す
る
）

重
軽
の
禁
鋼
、
罰
金
を
法
定
刑
と
す
る
罪
は
軽
罪
で
あ
る
（
刑
法
第
八
条
）
．

本
稿
・
大
庭
成
章
事
件
の
註
⑤
）
・
本
誌
八
九
頁
参
照
。

穂
積
陳
重
「
法
窓
夜
話
」
・
大
正
五
年
・
二
六
頁
以
下
参
照
．

外
患
罪
に
該
当
す
る
国
事
犯
事
件
は
、
実
際
に
は
発
生
し
て
い
な
い
。

国
事
犯
事
件
の
管
轄
裁
判
所
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
秋
田
事
件
裁
判
考
」
・
本

　
　
　
　
　
　
一
九
頁
以
下
参
照
．

諌
諺
律
は
、
元
来
「
著
作
文
書
」
「
画
図
肖
像
」
に
よ
る
名
誉
殿
損
を
対
象
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
明
治
十
四
年
に
は
演
説
に
よ
る
事
件
に
も
そ
れ

　
　
　
詳
し
く
は
、
拙
稿
「
誕
諺
律
を
巡
ぐ
る
二
っ
の
大
審
院
判
例
－
明

　
　
　
　
　
（
4
）
1
」
・
本
誌
第
四
二
巻
二
号
・
七
四
頁
以
下
参
照
．

明
治
十
五
年
前
後
の
頃
の
共
和
思
想
を
灰
示
す
る
資
料
を
集
録
さ
れ
「
日
本
に

　
　
　
　
　
　
　
　
（
思
想
・
昭
和
三
十
三
年
八
月
号
二
頁
以
下
）
を
書
か

　
　
　
　
　
　
　
そ
の
中
で
「
こ
の
前
後
に
頻
発
す
る
不
敬
事
件
が
注
目
さ

　
　
詳
細
を
明
ら
か
に
し
え
な
い
の
で
、
今
は
考
察
の
外
に
置
く
」
と
述
べ
て

　
　
（
前
掲
論
文
・
一
一
頁
）
．
そ
し
て
神
戸
の
稲
倉
儀
三
郎
事
件
（
本
稿
て

　
　
　
の
み
を
簡
単
に
紹
介
し
て
お
ら
れ
る
（
前
掲
論
文
・
一
二
頁
）
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
三
　
　
（
一
四
二
五
）



　
　
明
治
十
五
年
刑
法
施
行
直
後
の
不
敬
罪
事
件

（
1
0
）
　
明
治
十
五
、
十
六
年
度
に
発
生
し
た
事
件
に
限
定
す
る
理
由
は
、
両
年
度
の
不

敬
罪
事
件
は
、
件
数
が
か
な
り
多
く
、
そ
れ
だ
け
で
、
明
治
十
五
年
刑
法
下
に
お
け

る
不
敬
罪
事
件
の
特
質
は
、
十
分
把
握
で
き
る
も
の
と
判
断
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
な
お
、
各
事
件
の
裁
判
関
係
文
書
例
え
ば
判
決
書
、
公
判
始
末
書
の
類
は
、
判
明

し
て
い
る
限
り
．
そ
の
全
貌
を
覆
刻
、
紹
介
す
る
予
定
で
あ
る
．
ま
た
、
山
本
栄
吉

事
件
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
発
表
し
た
こ
と
が
あ
る
の
で
（
拙
稿
「
明
治
十
六
年
・

津
中
学
卒
業
生
の
不
敬
罪
事
件
の
裁
判
記
録
」
・
本
誌
第
四
三
巻
四
号
・
六
一
頁
以

下
参
照
）
、
本
稿
で
は
そ
れ
を
省
略
し
た
．

　
　
　
　
　
二
各
不
敬
罪
事
件

O
　
森
田
馬
太
郎
事
件

　
明
治
十
五
年
一
月
五
日
、
高
知
に
お
け
る
自
由
民
権
運
動
の
壮
士
森
田
馬
太

郎
が
立
志
社
内
で
行
つ
た
演
説
で
不
敬
罪
に
問
わ
れ
た
事
件
で
あ
る
。
明
治
十

五
年
刑
法
施
行
後
、
不
敬
罪
適
用
の
第
一
号
で
あ
る
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
森
田
は
、
万
延
元
年
二
月
九
日
、
土
佐
長
岡
郡
仁
井
田
浜
に
生
れ
た
。
明
治

十
年
前
後
の
頃
、
高
知
に
自
由
民
権
の
政
社
が
続
出
す
る
や
、
彼
は
修
立
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

（
明
治
十
年
十
一
月
創
立
、
社
主
森
脇
直
樹
）
に
属
し
、
と
く
に
、
社
内
に
起

臥
し
年
少
社
員
に
漢
文
、
醗
訳
書
の
句
読
を
授
け
た
．
そ
の
教
材
に
は
文
章
軌

範
、
靖
献
遣
言
、
伝
習
録
、
社
会
平
衡
論
、
宝
氏
経
済
論
、
国
法
汎
論
な
ど
が

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

用
い
ら
れ
た
と
い
わ
れ
る
。

　
他
方
、
彼
は
演
説
会
の
弁
士
と
し
て
も
、
は
な
ば
な
し
い
活
躍
を
し
て
い

る
。
例
え
ぽ
、
毎
週
土
曜
日
の
夜
、
立
志
社
講
堂
で
行
わ
れ
た
演
説
会
に
は
、

嶽
洋
社
の
上
岡
芳
記
、
安
芸
喜
代
香
、
有
信
社
の
小
笠
原
鹿
太
郎
、
発
陽
社
の

宮
地
茂
春
、
青
木
茂
樹
ら
当
時
に
お
け
る
自
由
民
権
運
動
の
有
力
メ
ン
バ
ー
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
四
　
　
（
一
四
二
六
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

伍
し
て
、
修
立
社
よ
り
唯
一
人
、
森
田
は
参
加
し
て
い
る
。
彼
は
修
立
社
の
も

つ
と
も
活
動
的
な
社
員
の
一
人
で
あ
つ
た
と
み
て
い
い
。
不
敬
罪
事
件
を
お
こ

し
た
演
説
会
直
前
の
時
期
に
限
つ
て
み
て
も
、
十
四
年
九
月
二
十
二
日
に
は
朝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

倉
町
で
演
題
「
強
弱
の
弁
」
、
十
月
十
五
日
に
は
尾
川
村
で
演
題
「
油
断
大

敵
」
、
同
月
十
八
日
に
は
越
知
村
で
演
題
「
汝
に
出
づ
る
も
の
は
汝
に
返
る
者

（
6
）

ぞ
」
、
十
二
月
二
十
一
日
に
は
立
志
社
で
演
題
「
諸
君
が
新
年
を
迎
ふ
る
の
感

（
7
）

如
何
」
、
同
月
三
十
目
に
は
高
知
の
稲
荷
新
地
で
演
題
「
明
治
十
四
年
に
於
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

最
も
人
心
を
感
動
せ
し
も
の
の
比
較
」
で
、
そ
れ
ぞ
れ
演
説
し
た
よ
う
で
あ

る
。
こ
の
高
知
に
お
け
る
演
説
は
、
後
ち
に
不
敬
罪
に
問
わ
れ
た
演
説
と
ほ
と

ん
ど
同
じ
演
題
で
あ
る
。
演
題
は
似
て
い
て
も
そ
の
内
容
に
相
違
が
あ
つ
た
の

か
、
そ
れ
と
も
同
じ
内
容
で
も
、
そ
の
と
き
は
臨
検
警
察
官
が
不
問
に
付
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

の
か
、
そ
の
辺
の
事
情
は
わ
か
ら
な
い
。

　
不
敬
罪
に
問
わ
れ
た
森
田
の
演
説
は
、
前
に
も
一
言
し
た
ご
と
く
、
十
五
年

一
月
五
日
夜
、
立
志
社
で
行
わ
れ
た
も
の
で
、
演
題
は
「
明
治
十
四
年
中
最
モ

人
心
ヲ
感
動
ス
ル
者
」
で
あ
つ
た
。
当
夜
の
模
様
を
、
一
月
七
日
・
高
知
新
聞

は
次
の
よ
う
に
報
じ
て
い
る
。

　
　
一
昨
五
日
夜
、
立
志
社
の
演
説
会
の
景
況
を
聞
く
に
、
該
夜
は
本
年
の
初

　
舞
台
な
れ
ば
、
首
尾
よ
く
や
つ
付
け
ん
と
て
出
席
弁
士
も
余
程
注
意
せ
る
所

　
あ
り
し
に
、
又
も
や
森
田
馬
太
郎
氏
が
激
烈
な
る
演
説
が
集
会
条
例
に
抵
触

　
　
　
　
　
　
（
10
）

　
す
る
廉
あ
り
と
て
、
中
止
解
散
を
命
ぜ
ら
れ
し
か
ば
、
遺
憾
な
が
ら
も
聴
衆

　
は
退
散
を
な
さ
し
め
し
と
ぞ
…
－
又
右
の
森
田
馬
太
郎
氏
は
、
昨
日
、
其
筋

　
へ
拘
引
せ
ら
れ
ま
し
た
が
、
彼
の
演
説
の
事
で
あ
り
ま
し
よ
う
。
誠
に
。

　
つ
づ
い
て
同
月
十
一
日
・
同
新
聞
は
、



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

　
　
森
田
馬
太
郎
氏
は
一
昨
九
日
、
高
知
軽
罪
裁
判
所
に
於
て
保
管
を
許
さ

　
れ
、
猶
審
問
中
は
演
説
を
差
留
る
と
の
事
な
る
由
。

　
さ
ら
に
同
月
十
五
目
・
同
新
聞
は
、

　
　
森
田
馬
太
郎
氏
は
自
今
本
県
下
に
於
て
、
一
年
間
政
談
演
説
禁
止
の
旨
申

　
　
　
　
　
　
（
1
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ワ
ィ

　
し
渡
さ
れ
ま
L
た
．
こ
れ
で
済
め
ば
よ
い
が
、
ど
う
も
あ
と
が
可
恐
く
。

　
と
報
じ
て
い
る
。
こ
の
報
道
が
「
あ
と
が
可
恐
」
と
述
べ
て
い
る
ご
と
く
、
当

時
、
不
敬
罪
容
疑
の
裁
判
手
続
は
着
々
進
行
中
で
あ
つ
た
。
森
田
が
そ
の
演
説

で
、
明
治
十
四
年
中
の
明
治
天
皇
の
東
北
御
巡
幸
と
、
板
垣
退
助
の
東
北
遊
説

と
を
比
較
し
、
後
者
の
方
が
よ
り
つ
よ
い
感
動
を
人
心
に
あ
た
え
た
と
述
べ
た

点
が
、
天
皇
に
対
す
る
不
敬
の
所
為
と
判
断
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
鞭
鵬
韻
参
驚
）
．

一
説
に
よ
る
と
、
そ
う
し
た
演
題
で
演
説
を
行
う
こ
と
は
、
あ
ら
か
じ
め
関
係

者
の
間
で
決
定
さ
れ
、
抽
籔
の
結
果
、
森
田
に
割
当
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
つ
た

　
　
　
　
　
（
B
）

と
い
わ
れ
て
い
る
．
こ
れ
が
事
実
な
ら
ば
、
森
田
は
皇
に
貧
乏
く
じ
を
引
い
た

も
の
と
い
え
よ
う
。

　
一
月
十
六
日
、
高
知
始
審
裁
判
所
で
開
か
れ
た
軽
罪
裁
判
所
に
お
い
て
判
決

　
　
　
　
　
　
（
14
）

の
言
渡
が
行
わ
れ
た
。
裁
判
長
は
判
事
金
沢
政
友
、
検
察
官
は
検
事
補
村
田
穂

で
あ
る
。
裁
判
手
続
の
進
行
速
度
か
ら
推
察
す
る
に
、
事
件
は
軽
罪
の
現
行
犯

と
し
て
取
扱
詫
予
審
は
省
略
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
輪
（
諜
鱗
Y
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
16
）

の
判
決
に
つ
い
て
、
一
月
十
七
日
・
高
知
新
聞
は
次
の
よ
う
に
報
じ
て
い
る
。

　
　
本
月
五
日
の
夜
、
立
志
社
演
説
会
の
節
、
明
治
十
四
年
中
最
人
心
を
感
動

　
せ
し
め
し
も
の
の
比
較
と
云
ふ
演
題
に
て
、
乃
ち
我
天
皇
陛
下
の
東
北
御
巡

　
幸
と
板
垣
退
助
君
の
東
北
遊
歴
の
事
を
叙
述
し
た
る
に
付
、
一
旦
拘
留
せ
ら

　
れ
し
上
、
更
に
保
管
の
身
と
為
り
居
し
森
田
馬
太
郎
氏
は
、
昨
十
六
目
、
高

　
　
　
明
治
十
五
年
刑
法
施
行
直
後
の
不
敬
罪
事
件

　
知
始
審
裁
判
所
に
於
て
、
天
皇
二
対
シ
不
敬
ノ
所
為
ア
ル
モ
ノ
ト
セ
ラ
レ
、

　
刑
法
第
百
十
七
条
二
依
リ
重
禁
鋼
四
年
罰
金
百
円
を
科
せ
ら
れ
、
猶
ほ
刑
法

　
第
百
二
十
条
二
依
リ
一
年
の
監
視
を
申
付
け
ら
れ
ま
し
た
．
こ
れ
が
新
刑
法

　
施
行
以
来
』
言
論
を
以
て
政
府
の
罪
人
と
な
り
し
魁
な
る
べ
し
。
猶
将
来
に

　
於
て
も
、
言
論
を
以
て
己
れ
の
任
と
す
る
も
の
は
成
る
べ
く
過
激
の
言
を
慎

　
さ
る
を
得
ず
．
億
々
。

　
森
田
は
こ
の
判
決
を
不
服
と
し
て
上
告
、
身
柄
は
弁
護
人
北
川
貞
彦
か
ら
の

　
　
　
　
　
　
　
　
（
17
）

請
求
で
保
釈
を
許
さ
れ
た
。
上
告
理
由
は
、
若
干
の
手
続
上
の
問
題
と
、
演
説

の
内
容
は
、
天
皇
の
御
巡
幸
と
板
垣
の
遊
歴
と
を
比
較
し
た
も
の
で
は
な
い
こ

と
、
ま
た
刑
法
第
一
一
七
条
に
い
う
不
敬
の
「
所
為
」
は
行
為
を
意
味
し
、
言

語
は
そ
れ
に
ふ
く
ま
れ
な
い
と
い
う
趣
旨
で
あ
つ
た
（
鞭
趨
翫
銚
鰭
）
。

　
同
年
八
月
二
十
四
日
、
大
審
院
は
、
上
告
趣
旨
は
す
べ
て
理
由
な
き
も
の
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
18
）

し
て
棄
却
判
決
を
言
渡
し
た
．
森
田
は
高
知
監
獄
に
服
役
し
た
筈
で
、
刑
期
か

ら
計
算
す
る
と
、
十
九
年
八
月
に
出
獄
し
た
と
推
察
さ
れ
る
．
高
知
の
郷
土
史

家
福
島
成
行
氏
は
「
森
田
馬
太
郎
が
刑
期
を
終
へ
た
る
頃
は
：
－
国
会
開
設
の

期
将
に
迫
ら
ん
と
す
る
日
に
あ
り
た
れ
ど
も
、
獄
中
病
疾
に
罹
り
青
天
白
日
の

身
と
な
る
も
の
僅
か
に
数
月
、
憲
政
政
治
の
済
美
を
見
る
こ
と
能
は
ず
し
て
逝

　
（
19）

き
た
り
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、
正
確
な
逝
去
の
年
月
日
は
明
ら
か
で
な

（
避

し

（
1
）
高
知
市
民
図
書
館
勤
務
吉
村
淑
甫
氏
所
蔵
の
高
知
農
人
町
関
係
壬
申
戸
籍
の
写

本
の
森
田
の
項
に
よ
る
．
私
は
高
知
市
役
所
市
民
課
長
守
谷
正
晴
氏
を
介
し
て
、
右

写
本
の
コ
ピ
！
を
入
手
し
た
。
こ
こ
に
両
氏
の
学
恩
を
謝
す
．

（
2
）
　
島
崎
猪
十
馬
「
明
治
時
代
高
知
旧
各
社
事
跡
」
・
土
佐
史
談
第
三
六
号
　
（
昭
和

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
五
　
　
（
一
四
二
七
）



明
治
十
五
年
刑
法
施
行
直
後
の
不
敬
罪
事
件

　
六
年
）
・
五
一
頁
以
下
。
修
立
社
員
名
簿
に
、
森
田
の
名
が
み
え
て
い
る
。

（
3
×
4
）
　
福
島
成
行
「
吉
本
裏
と
森
田
馬
太
郎
」
・
明
治
文
化
第
五
巻
七
号
　
（
昭
和

　
四
年
Y
四
八
頁
。

（
5
）
　
明
治
十
四
年
九
月
二
十
二
日
・
高
知
新
聞
．

（
6
）
　
明
治
十
四
年
十
月
十
五
日
・
高
知
新
聞
。

（
7
）
　
明
治
十
四
年
十
二
月
二
十
一
日
・
土
陽
新
聞
．
こ
の
土
陽
新
聞
は
、
高
知
新
聞

社
が
あ
ら
か
じ
め
高
知
新
聞
の
発
行
停
止
に
備
え
、
同
月
十
四
日
か
ら
創
刊
し
た
身

替
り
新
聞
で
あ
る
。
詳
し
く
は
、
新
藤
東
洋
男
「
土
佐
立
志
社
に
お
け
る
新
聞
、
雑

誌
の
刊
行
活
動
ー
弾
圧
に
抗
し
て
の
言
論
自
由
の
た
た
か
い
ー
」
・
日
本
近
代

史
研
究
第
七
号
・
二
一
頁
以
下
参
照
。

（
8
）
　
明
治
テ
四
年
十
二
月
二
十
八
日
・
高
知
新
聞
．

（
9
）
　
こ
の
演
説
を
報
じ
た
前
掲
十
二
月
二
十
八
日
・
高
知
新
聞
の
記
事
は
「
来
る
三

十
日
正
午
十
二
時
よ
り
云
々
」
と
い
う
予
告
で
あ
る
か
ら
、
た
し
か
に
そ
の
演
説
が

行
わ
れ
た
確
証
は
な
い
。
な
ん
ら
か
の
理
由
で
、
同
日
の
森
田
の
演
説
は
取
り
止
め

　
に
な
つ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

（
1
0
）
警
察
官
に
よ
る
解
散
措
置
は
、
次
の
規
定
に
よ
る
．

　
集
会
条
例
（
明
治
十
三
年
四
月
五
日
・
太
政
官
布
告
第
一
二
号
）
第
六
条
　
派
出

　
ノ
警
察
官
ハ
認
可
ノ
証
ヲ
開
示
セ
サ
ル
ト
キ
講
談
論
議
ノ
届
書
二
掲
ケ
サ
ル
事
項
二

亘
ル
ト
キ
又
ハ
人
ヲ
罪
戻
二
教
唆
誘
導
ス
ル
ノ
意
ヲ
含
、
ミ
又
ハ
公
衆
ノ
安
寧
二
妨
害

　
ア
リ
ト
認
ム
ル
ト
キ
及
ヒ
集
会
二
臨
ム
ヲ
得
サ
ル
者
二
退
去
ヲ
命
シ
テ
之
二
従
ハ
サ

　
ル
ト
キ
ハ
全
会
ヲ
解
散
セ
シ
ム
ヘ
シ

（
1
1
）
　
こ
こ
に
い
う
「
保
管
」
は
、
治
罪
法
に
い
う
「
責
付
」
の
意
味
で
あ
ろ
う
。
責

付
は
、
予
審
判
事
が
「
検
事
ノ
意
見
ヲ
聴
キ
被
告
人
ヲ
其
親
属
又
ハ
故
旧
二
」
委
託

す
る
こ
と
で
あ
る
が
（
治
罪
法
第
一
二
九
条
）
．
予
審
が
省
略
さ
れ
る
場
合
は
、
そ

　
の
公
判
を
担
当
す
る
判
事
に
も
そ
れ
を
許
す
こ
と
が
、
司
法
省
内
訓
で
み
と
め
ら
れ

て
い
た
（
明
治
十
五
年
一
月
十
九
β
・
若
松
始
審
裁
判
所
判
事
請
訓
同
年
二
月
二

七
六
　
　
（
一
四
二
八
）

日
・
司
法
省
内
訓
）
（
「
治
罪
法
訓
令
類
纂
＝
明
治
十
七
年
・
七
〇
八
頁
）
。
し
か

し
、
予
審
が
省
略
さ
れ
た
と
推
察
さ
れ
る
（
こ
の
点
は
本
文
で
後
述
す
る
）
森
田
事

件
に
対
す
る
そ
れ
は
、
こ
の
司
法
省
内
訓
以
前
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
担
当
判
事
が

適
宜
の
措
置
を
採
つ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
1
2
）
政
談
演
説
に
対
す
る
取
締
法
規
の
噛
矢
は
次
の
明
治
十
一
年
七
月
十
二
日
・
太

政
官
達
第
二
九
号
で
あ
る
．

　
近
来
地
方
二
於
テ
国
事
政
体
ヲ
談
論
ス
ル
ノ
目
的
ヲ
以
テ
何
某
社
ト
称
シ
或
ハ
演

説
会
ヲ
開
キ
多
衆
聚
合
ス
ル
者
有
之
様
相
聞
右
警
察
官
二
於
テ
視
察
ヲ
加
へ
万
一
其

挙
動
民
心
ヲ
煽
動
シ
国
安
ヲ
妨
害
ス
ル
ニ
渉
リ
候
者
ト
看
認
候
節
ハ
東
京
府
下
ハ
警

視
長
官
各
地
方
ハ
其
長
官
ヨ
リ
令
禁
止
其
事
情
ヲ
内
務
卿
へ
可
届
出
此
旨
相
達
候
事

　
　
こ
の
達
は
、
演
説
会
の
禁
止
の
み
な
ら
ず
、
演
説
者
に
対
し
て
も
無
期
あ
る
い
は

有
期
の
演
説
禁
止
を
命
ず
る
根
拠
と
な
つ
た
。
十
二
年
十
一
月
一
日
・
有
喜
世
新
聞

は
「
演
説
規
則
の
始
ま
つ
て
よ
り
演
説
を
禁
止
さ
れ
た
人
名
を
聞
く
に
、
高
知
県
に

て
水
野
竜
、
岡
軌
光
の
二
氏
、
愛
媛
県
に
て
間
島
馬
次
、
佐
伯
清
敏
、
西
条
欣
吾
、

吉
木
幾
久
松
の
四
氏
、
岡
山
県
に
て
中
村
護
氏
、
長
崎
県
に
て
田
尾
貫
吾
、
兵
庫
県

　にて

法
貴
発
、
中
村
亀
次
郎
の
二
氏
で
あ
り
ま
す
」
（
宮
武
外
骨
「
明
治
演
説
史
」
・

三
五
頁
よ
り
引
用
）
と
、
そ
の
状
況
を
述
べ
て
い
る
。
東
京
で
は
、
十
三
年
二
月
に

荒
川
高
俊
が
一
年
間
の
禁
止
を
う
け
た
の
が
最
初
で
あ
る
（
宮
武
・
前
掲
書
・
三
六

頁
）
。

　
そ
の
後
、
十
三
年
十
二
月
二
十
三
日
、
太
政
官
布
告
第
五
六
号
で
集
会
条
例
第
六

条
但
書
が
追
加
さ
れ
、
演
説
会
が
解
散
を
命
ぜ
ら
れ
た
場
合
、
地
方
長
官
（
東
京
は

警
視
長
官
）
は
そ
の
管
内
で
、
当
該
演
説
者
に
一
年
以
内
の
演
説
禁
止
を
命
じ
う
る

規
定
が
設
け
ら
れ
た
．
高
知
県
令
の
森
田
に
対
す
る
一
年
間
の
演
説
禁
止
は
、
こ
の

規
定
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

（
1
3
）
福
島
・
前
掲
論
文
・
明
治
文
化
第
五
巻
七
号
・
四
九
頁
。

（
1
4
）
　
明
治
三
十
二
年
七
月
、
土
陽
新
聞
に
連
載
さ
れ
た
「
土
陽
新
聞
小
歴
史
」
に



　は、

森
田
が
』
夕
の
演
説
の
為
め
に
重
禁
鋼
四
年
罰
金
三
百
円
を
科
せ
ら
れ
た

り
」
（
「
土
陽
新
聞
小
歴
史
」
を
覆
刻
さ
れ
た
鈴
木
安
蔵
「
自
由
民
権
運
動
史
」
・
昭

和
十
七
年
⊥
三
頁
参
照
）
と
あ
り
、
こ
の
事
件
に
言
及
し
て
い
る
が
、
そ
れ
が
不

敬
罪
事
件
て
あ
つ
た
こ
と
は
明
示
し
て
い
な
い
。

（
1
5
）
　
治
罪
法
第
二
〇
九
条
　
検
事
ハ
軽
罪
ノ
現
行
犯
二
係
ル
場
合
二
於
テ
勾
留
状
ヲ

発
シ
タ
ル
ト
否
ト
ニ
拘
ハ
ラ
ス
被
告
人
ヲ
訊
間
シ
タ
ル
後
予
審
ヲ
求
ム
ル
ニ
及
ハ
ス

　
ト
思
料
シ
タ
ル
時
ハ
直
チ
ニ
軽
罪
裁
判
所
二
呼
出
ス
コ
ト
ヲ
得

（
1
6
）
　
明
治
十
五
年
一
月
二
十
六
日
・
郵
便
報
知
新
聞
、
同
月
二
十
七
日
・
朝
野
新
聞

な
ど
も
、
森
田
事
件
を
報
道
し
、
と
く
に
後
者
に
は
判
決
文
も
掲
載
し
て
い
る
．

（
17
）
　
明
治
十
五
年
一
月
二
十
一
日
・
高
知
新
聞
、
同
年
一
月
三
十
一
日
・
郵
便
報
知

新
聞
．
上
告
し
た
場
合
の
保
釈
に
つ
い
て
は
、
次
の
規
定
に
よ
る
。

　
　
治
罪
法
第
三
六
四
条
第
二
項
　
被
告
人
禁
鋼
ノ
刑
ノ
言
渡
ヲ
受
ケ
タ
ル
時
ハ
当
然

保
釈
責
付
ヲ
取
消
シ
タ
ル
者
ト
ス
但
上
訴
中
更
二
保
釈
ヲ
求
ム
ル
コ
ト
ヲ
得

　
　
森
田
が
保
釈
金
を
い
く
ら
支
払
つ
た
か
は
明
ら
か
で
な
い
。

（
1
8
）
　
明
治
十
五
年
八
月
二
十
八
日
・
郵
便
報
知
新
聞
．
大
審
院
判
決
文
は
、
同
年
八

月
二
十
七
日
・
朝
野
新
聞
、
同
年
八
月
三
十
一
日
・
函
右
日
報
、
同
年
九
月
三
日
・

江
南
新
誌
、
同
年
九
月
九
日
・
郵
便
報
知
新
聞
な
ど
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
．
因
み

　
に
、
福
島
成
行
氏
は
、
森
田
は
第
】
審
判
決
に
対
し
「
直
に
控
訴
し
更
に
上
告
し
た

れ
ど
も
、
何
れ
も
破
殿
せ
ら
れ
て
原
裁
判
の
通
り
に
確
定
し
云
々
」
（
前
掲
論
文
・

　
明
治
文
化
第
五
巻
七
号
・
四
九
頁
）
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
当
時
の
刑
事
裁
判
に
お

　
い
て
、
治
罪
法
の
控
訴
に
関
す
る
規
定
は
、
施
行
前
か
ら
停
止
さ
れ
て
い
た
か
ら

　
（
明
治
十
四
年
十
二
月
二
十
八
日
・
太
政
官
布
告
第
七
四
号
）
、
森
田
事
件
の
場
合

　も、

第
一
審
判
決
に
対
し
直
に
上
告
が
行
わ
れ
、
芳
、
れ
が
棄
却
さ
れ
た
の
所
、
あ
る
．

（
1
9
）
　
福
島
・
前
掲
論
文
・
明
治
文
化
第
五
巻
七
号
・
四
九
頁
。

（
2
0
）
　
現
在
の
高
知
市
役
所
に
は
、
森
田
に
関
す
る
除
籍
の
記
録
が
保
管
さ
れ
て
い
な

　
い
。
そ
れ
が
た
め
、
そ
の
死
亡
年
月
日
を
確
認
し
え
な
い
。

明
治
十
五
年
刑
法
施
行
直
後
の
不
敬
罪
事
件

前
註

（
1
）
　
第
一
審
判
決
書
は
、
高
知
地
方
検
察
庁
保
管
の
判
決
正
本
に
よ
る
．

（
2
）
　
大
審
院
判
決
書
は
、
「
大
審
院
刑
事
判
決
録
・
新
刑
法
の
部
・
明
治
＋
五
年
四

　
月
－
十
二
月
」
・
二
六
頁
以
下
に
よ
る
。
但
し
、
同
書
に
省
略
さ
れ
て
い
る
判
事
、

書
記
の
氏
名
な
ど
、
若
干
の
個
所
は
、
明
治
十
五
年
八
月
二
十
七
臼
・
朝
野
新
聞
所

　
載
の
判
決
書
に
よ
り
補
充
し
た
．

裁
判
言
渡
書

高
知
県
土
佐
国
土
佐
郡
農
人
町
二
百
四
十
一
番
地
士
族

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
森
田
　
馬
太
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
満
二
十
二
年

当
裁
判
所
詰
検
事
補
村
田
穂
ヨ
リ
其
方
力
天
皇
二
対
シ
不
敬
ノ
所
為
ア
ル
モ

ノ
ト
シ
テ
公
訴
シ
タ
ル
件
遂
審
理
処
明
治
十
五
年
一
月
十
五
日
夜
土
佐
郡
種

崎
町
立
志
社
内
二
於
テ
昨
年
中
最
モ
人
心
ヲ
感
動
ス
ル
モ
ノ
ト
題
シ
演
説
ヲ

ナ
シ
タ
ル
節
北
海
道
ノ
人
民
ハ
天
子
ヲ
迎
ヘ
テ
ヨ
リ
陛
下
二
対
シ
如
何
ノ
コ

ト
ア
リ
タ
ル
鰍
云
々
板
垣
氏
ハ
北
海
道
ヨ
リ
奥
州
へ
遊
歴
シ
云
々
陛
下
ノ
御

巡
幸
ト
板
垣
氏
ノ
遊
歴
ト
何
レ
ニ
其
功
大
ナ
ル
モ
ノ
ア
ル
欺
云
々
等
ノ
演
説

ヲ
ナ
シ
タ
ル
ニ
相
違
ナ
シ
ト
難
モ
検
察
官
陳
述
ノ
如
ク
天
皇
ト
板
垣
退
助
ト

其
功
蹟
ヲ
比
較
シ
演
ヘ
タ
ル
ニ
ア
ラ
ス
題
号
ニ
モ
揚
ク
ル
如
ク
明
治
十
四
年

中
二
最
モ
人
心
ヲ
感
動
セ
シ
メ
シ
モ
ノ
ヲ
揚
ク
レ
ハ
天
皇
力
奥
羽
御
巡
幸
ア

リ
タ
ル
霞
黒
田
参
議
力
奏
ス
ヘ
キ
ヲ
奏
セ
ス
議
ス
ヘ
キ
ヲ
議
セ
ス
一
巳
ノ
壇

断
ヲ
以
テ
ナ
シ
タ
ル
開
拓
使
官
有
物
払
｝
・
う
取
消
サ
ル
々
ト
明
治
二
十
三
年

ヲ
期
シ
国
会
ヲ
開
設
セ
ラ
ル
々
ト
ハ
最
モ
著
シ
キ
モ
ノ
ニ
シ
テ
而
シ
テ
板
垣

七
七
　
　
二
四
二
九
）



　
　
明
治
十
五
年
刑
法
施
行
直
後
の
不
敬
罪
事
件

退
助
力
奥
州
ヲ
遊
歴
シ
タ
ル
モ
道
筋
諸
県
ノ
有
志
者
二
面
接
シ
有
志
ノ
士
ハ

満
腔
ノ
思
想
ヲ
吐
キ
充
分
二
宿
志
ヲ
語
リ
タ
ル
等
実
二
日
本
ノ
人
心
ヲ
シ
テ

進
歩
セ
シ
メ
タ
ル
コ
ト
ニ
テ
又
其
ヨ
リ
先
キ
諸
県
ノ
有
志
者
自
由
党
ノ
頭
ヲ

撰
挙
ス
ル
ニ
皆
板
垣
退
助
ヲ
望
ミ
之
ヲ
頭
ト
ナ
シ
タ
ル
コ
ト
モ
著
シ
キ
事
柄

ナ
ル
ヲ
以
テ
併
セ
テ
演
ヘ
タ
ル
コ
ト
ニ
シ
テ
決
シ
テ
陛
下
ト
退
助
ト
比
較
セ

シ
ニ
ア
ラ
サ
ル
旨
弁
護
ス
ト
難
モ
高
知
県
十
等
警
部
山
本
喜
策
カ
ナ
シ
タ
ル

調
書
及
ヒ
当
目
出
張
監
臨
筆
記
ス
ル
三
等
巡
査
野
口
早
穏
外
四
名
聞
取
書
中

北
海
道
御
巡
幸
ノ
日
数
七
十
余
日
ナ
リ
又
板
垣
氏
モ
七
十
余
日
ヲ
費
セ
リ
如

此
天
子
ノ
御
巡
幸
モ
板
垣
氏
ノ
遊
歴
モ
全
ク
七
十
余
日
ヲ
費
シ
テ
該
地
方
ノ

人
民
ハ
如
何
ノ
感
動
ヲ
与
ヘ
ア
ル
乎
云
々
又
板
垣
氏
ハ
東
京
二
帰
リ
タ
ル
処

諸
県
有
志
者
集
リ
テ
其
帰
ル
ヲ
待
ツ
ニ
逢
ヘ
リ
其
ヨ
リ
先
キ
有
志
者
ハ
自
由

党
ノ
頭
ヲ
撰
挙
ス
ル
ニ
ナ
リ
タ
ル
処
皆
之
レ
板
垣
氏
ヲ
望
ミ
テ
自
由
党
ノ
頭

ト
為
セ
リ
夫
レ
斯
ノ
如
シ
必
寛
板
垣
氏
ノ
功
大
ナ
ル
ニ
因
テ
ナ
リ
天
子
ハ
還

御
ナ
リ
タ
ル
ヲ
皆
々
袋
メ
タ
レ
ト
モ
幾
許
ノ
功
顕
ハ
レ
シ
カ
予
ハ
之
ヲ
云
フ

能
ハ
サ
ル
ナ
リ
云
々
ト
ア
ル
ヲ
以
テ
見
レ
ハ
其
方
力
弁
護
ス
ル
如
ク
明
治
十

四
年
中
尤
モ
人
心
ヲ
感
動
ス
ル
著
シ
キ
モ
ノ
ヲ
併
セ
テ
演
ヘ
タ
ル
ニ
ア
ラ
ス

シ
テ
天
皇
ハ
板
垣
退
助
ノ
遊
歴
二
如
カ
ス
ト
云
フ
思
想
ヲ
公
衆
二
対
シ
演
説

シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
乃
チ
天
皇
二
対
シ
不
敬
ノ
所
為
ア
ル
モ
ノ
ト
判
定
ス
因

テ
右
科
刑
法
第
百
十
七
条
天
皇
三
后
皇
太
子
二
対
シ
不
敬
ノ
所
為
ア
ル
者
ハ

三
月
以
上
五
年
以
下
ノ
重
禁
鋼
二
処
シ
ニ
拾
円
以
上
二
百
円
以
下
ノ
罰
金
ヲ

附
加
ス
ト
ア
ル
ニ
依
リ
重
禁
鋼
四
年
二
処
シ
罰
金
百
円
ヲ
併
加
シ
傍
ホ
刑
法

第
百
二
十
条
此
章
二
記
載
シ
タ
ル
罪
ヲ
犯
シ
軽
罪
ノ
刑
二
処
ス
ル
者
ハ
六
月

以
上
二
年
以
下
ノ
監
視
二
付
ス
ト
ア
ル
ニ
照
シ
監
視
一
年
ヲ
命
ス
モ
ノ
也

明
治
十
五
年
一
月
十
六
日

　
　
　
　
　
高
知
軽
罪
裁
判
所

七
八
　
　
（
一
四
三
〇
）

書判
記事

金
沢
　
政
安

山
本
　
忠
雄

宣
告
書

高
知
県
土
佐
国
土
佐
郡
農
人
町
二
百
四
十
一
番
地
士
族

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
森
田
　
馬
太
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
明
治
十
五
年
一
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
十
二
年

明
治
十
五
年
一
月
十
六
目
高
知
軽
罪
裁
判
所
二
於
テ
右
森
田
馬
太
郎
二
対
シ

明
治
十
五
年
一
月
五
日
ノ
夜
立
志
社
内
二
於
テ
為
シ
タ
ル
演
説
中
刑
法
第
百

十
七
条
二
該
ル
罪
ヲ
犯
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
認
メ
同
条
及
ヒ
同
第
百
二
十
条
二
照

シ
重
禁
鋼
四
年
二
処
シ
罰
金
百
円
ヲ
附
加
シ
傍
ホ
監
視
一
年
ヲ
命
ス
ル
旨
宣

告
セ
シ
処
馬
太
郎
二
於
テ
ハ
該
裁
判
二
対
シ
高
知
軽
罪
裁
判
所
力
公
判
ノ
際

弁
護
準
備
ノ
為
メ
必
要
ナ
ル
書
類
ヲ
披
閲
セ
ン
コ
ト
ノ
請
求
ヲ
許
サ
・
ル
ハ

裁
判
所
ノ
構
成
規
則
二
背
キ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
又
演
説
ハ
明
治
十
四
年
中
最
モ

人
心
ヲ
感
動
ス
ル
者
ト
題
シ
其
事
実
ヲ
叙
述
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
御
巡
幸
ト

板
垣
退
助
ノ
遊
歴
ト
ヲ
比
較
セ
シ
モ
ノ
ニ
ア
ラ
サ
レ
ハ
不
敬
ノ
所
為
ア
ル
コ

ト
ナ
シ
価
ホ
所
為
ト
ハ
行
為
ノ
謂
ニ
シ
テ
言
語
ト
ハ
区
別
ア
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ

刑
法
第
百
十
七
条
ノ
罪
ヲ
犯
セ
シ
コ
ト
ナ
シ
ト
ノ
旨
趣
ヲ
以
テ
上
告
ヲ
為
シ

タ
リ
同
裁
判
所
検
事
補
村
田
穂
二
於
テ
ハ
馬
太
郎
力
上
告
ノ
旨
趣
ハ
其
裁
判



所
構
成
規
則
二
背
キ
タ
リ
ト
ノ
点
二
就
テ
ハ
治
罪
法
中
軽
罪
ニ
ア
リ
テ
ハ
書

類
披
閲
ヲ
許
ス
可
キ
ト
ノ
明
文
ア
ル
ニ
ァ
ラ
サ
レ
ハ
裁
判
所
二
於
テ
之
ヲ
許

サ
・
ル
モ
構
成
規
則
二
背
キ
タ
ル
モ
ノ
ト
為
ス
ヲ
得
ス
又
刑
法
第
百
十
七
条

ノ
罪
ヲ
犯
シ
タ
ル
コ
ト
ナ
シ
ト
ノ
点
二
就
テ
ハ
演
説
ヲ
為
ス
当
日
臨
検
官
吏

力
手
記
ス
ル
処
ノ
聞
取
書
等
二
依
レ
ハ
不
敬
ノ
所
為
ア
ル
判
然
タ
ル
モ
ノ
ナ

レ
ハ
原
裁
判
相
当
ナ
リ
ト
ノ
旨
趣
ヲ
以
テ
答
弁
ヲ
為
シ
タ
リ
本
院
検
事
堀
田

正
忠
二
於
テ
ハ
原
裁
判
所
検
事
補
村
田
穂
力
答
弁
ス
ル
旨
趣
ノ
如
ク
原
裁
判

相
当
ニ
シ
テ
不
当
ト
観
ル
ヘ
キ
理
由
ナ
キ
ニ
依
リ
上
告
ハ
棄
却
ア
ラ
ン
コ
ト

ヲ
希
望
ス
ル
旨
ヲ
陳
述
シ
タ
リ
依
テ
判
決
ス
ル
左
ノ
如
シ

上
告
人
森
田
馬
太
郎
力
上
告
ノ
要
旨
ハ
前
二
掲
ク
ル
如
ク
高
知
軽
罪
裁
判
所

ハ
裁
判
所
ノ
構
成
規
則
二
背
キ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
ト
ノ
旨
趣
ナ
レ
ト
モ
軽
罪
裁

判
所
二
於
テ
軽
罪
ノ
審
判
ヲ
為
ス
際
弁
護
準
備
ノ
為
メ
書
類
ノ
披
閲
ヲ
請
求

ス
ル
場
合
裁
判
所
二
於
テ
必
ス
之
ヲ
許
ス
可
シ
ト
ノ
法
文
治
罪
法
中
明
記
ノ

ア
ル
ニ
ア
ラ
サ
レ
ハ
裁
判
所
二
於
テ
之
ヲ
許
サ
・
ル
不
法
ト
為
ス
ヲ
得
ス
況

ン
ヤ
裁
判
所
ノ
構
成
規
則
二
背
キ
タ
ル
モ
ノ
ト
ハ
本
案
ノ
如
キ
事
項
二
準
拠

ス
可
キ
モ
ノ
ニ
ア
ラ
サ
ル
ニ
於
テ
オ
ヤ
又
刑
法
第
百
十
七
条
ノ
罪
ヲ
犯
セ
シ

コ
ト
ナ
シ
ト
云
ニ
ア
レ
ト
モ
演
説
ノ
当
日
監
臨
官
吏
ノ
手
記
セ
ル
聞
取
書
等

二
依
レ
ハ
御
巡
幸
ト
板
垣
退
助
ノ
遊
歴
ト
ヲ
比
較
シ
公
衆
二
対
シ
演
説
ヲ
為

シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
不
敬
ノ
所
為
ア
ル
モ
ノ
ト
ス
又
所
為
ハ
行
為
ニ
シ
テ
言

語
ト
区
別
ア
リ
ト
難
ト
モ
言
語
ヲ
以
テ
為
ス
所
ア
ル
場
合
二
於
テ
ハ
即
チ
所

為
ト
謂
ハ
サ
ル
ヲ
得
ス

右
ノ
理
由
ナ
ル
ヲ
以
テ
明
治
十
五
年
一
月
十
六
日
高
知
軽
罪
裁
判
所
二
於
テ

森
田
馬
太
郎
二
対
シ
宣
告
シ
タ
ル
裁
判
ハ
破
殿
ス
ヘ
キ
理
由
ナ
キ
ニ
因
リ
治
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裁
判
長
判
事
　
岡
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専
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判
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書
記
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田
重
熈

　
明
治
十
五
年
一
月
二
十
二
日
、
高
知
の
広
栄
座
で
行
つ
た
坂
崎
斌
の
講
談
が

不
敬
罪
に
問
わ
れ
た
事
件
で
あ
る
。
坂
崎
は
紫
瀾
と
号
し
、
明
治
大
正
の
頃
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

土
佐
出
身
の
文
人
と
し
て
宮
崎
夢
柳
と
共
に
双
壁
と
称
せ
ら
れ
た
人
で
あ
る
。

坂
崎
は
、
嘉
永
六
年
十
一
月
、
土
佐
の
藩
医
坂
崎
耕
芸
の
子
に
生
ま
れ
、
藩
校

致
道
館
に
学
び
、
維
新
の
際
に
は
函
館
の
戦
争
に
参
加
、
明
治
六
年
に
上
京
、

ニ
コ
ラ
イ
塾
に
学
ん
だ
．
八
年
、
司
法
省
十
五
等
出
仕
と
し
て
官
界
に
入
り
、

翌
年
十
四
等
出
仕
へ
進
み
松
本
裁
判
所
に
赴
任
し
た
。
そ
の
頃
か
ら
政
治
運
動

に
志
し
、
間
も
な
く
官
を
辞
し
て
松
本
新
聞
社
に
入
り
、
同
地
方
に
お
け
る
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

由
民
権
運
動
の
一
源
流
と
な
つ
た
。
十
三
年
に
故
郷
に
帰
つ
て
高
知
新
聞
社
へ

入
り
、
翌
年
八
月
、
板
垣
退
助
に
随
行
し
て
東
北
各
地
を
遊
説
、
帰
郷
後
、
政

談
演
説
で
も
活
躍
し
て
い
た
が
、
同
年
十
二
月
十
日
、
中
島
村
で
行
つ
た
演
説

が
、
当
局
の
忌
譲
に
ふ
れ
た
。
同
年
十
二
月
十
四
日
、
土
陽
新
聞
は
次
の
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
九
　
　
（
一
四
三
一
）



　
　
　
明
治
十
五
年
刑
法
施
行
直
後
の
不
敬
罪
事
件

に
報
じ
て
い
る
．

　
　
東
北
派
出
員
坂
崎
斌
は
、
先
日
帰
国
志
ま
し
て
稲
荷
新
地
の
演
説
会
に
も

　
一
寸
顔
出
し
致
し
ま
し
た
が
、
去
る
十
一
日
、
高
知
警
察
本
署
へ
即
刻
召
喚

　
に
な
り
．
昨
夜
長
岡
郡
中
島
村
に
於
て
演
説
の
儀
に
付
、
県
庁
よ
り
何
分
の

　
達
あ
る
ま
で
演
説
禁
止
申
付
け
ら
れ
た
は
、
チ
ト
大
人
気
な
き
次
第
。

　
坂
崎
が
中
島
村
で
ど
ん
な
演
題
で
演
説
し
た
の
か
、
ま
た
そ
の
内
容
の
い
か

な
る
個
所
が
問
題
に
な
つ
た
の
か
、
そ
れ
を
示
す
資
料
は
な
い
．
さ
ら
に
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

の
演
説
会
が
臨
検
警
察
官
に
よ
つ
て
集
会
条
例
に
も
と
づ
く
解
散
命
令
を
う
け

の
た
か
ど
う
か
も
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
警
察
か
ら
一
応
演
説
の
禁
止
を
申

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

渡
さ
れ
、
次
に
き
た
る
べ
ぎ
高
知
県
令
の
相
当
期
間
に
わ
た
る
演
説
禁
止
処
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

を
予
期
し
た
坂
崎
は
、
そ
れ
に
先
立
ち
早
速
、
講
談
師
の
鑑
札
を
申
請
し
た
。

講
談
に
托
し
て
政
談
を
つ
づ
け
る
企
図
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
皇
に

巧
妙
な
策
略
で
あ
つ
た
と
い
え
よ
う
。
同
月
十
五
日
・
高
知
新
聞
は
、
そ
れ
に

つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
弊
社
の
坂
崎
斌
は
、
先
頃
政
談
演
説
を
禁
止
さ
れ
た
の
で
、
其
後
は
何
か

　
と
喋
舌
こ
と
の
工
風
を
な
さ
ん
と
目
論
見
居
L
が
、
学
術
演
説
も
余
り
真
面

　
目
だ
か
ら
ズ
ソ
と
脱
離
し
て
、
右
禁
止
中
は
講
釈
師
に
化
け
ん
と
、
此
程
遊

　
芸
稼
人
の
鑑
札
を
願
出
ま
L
た
。
就
い
て
は
鑑
札
下
り
次
第
．
取
り
あ
へ
ず

　
二
三
名
の
弟
子
を
引
連
れ
お
目
通
を
致
し
ま
す
か
ら
、
皆
さ
ん
御
贔
負
を
願

　
舛
。

　
こ
の
日
、
高
知
県
令
か
ら
一
年
間
県
下
に
お
け
る
演
説
禁
止
命
令
が
正
式
に

だ
さ
れ
た
。
坂
崎
は
、
翌
十
六
日
か
ら
数
日
間
、
次
の
よ
う
な
広
告
を
土
陽
新

聞
に
掲
載
し
て
い
る
。

八
○
　
　
（
一
四
三
二
）

　
　
言
論
自
由
剥
奪
ノ
広
告
　
坂
崎
斌

鳴
呼
悲
哉
斌
儀
昨
十
五
日
其
筋
ヨ
リ
自
今
一
ケ
年
間
本
県
下
に
於
テ
政
談
演

説
禁
止
セ
シ
メ
ラ
ル
因
テ
此
二
五
十
余
万
公
衆
諸
君
二
号
斐
ス

　
　
明
治
十
四
年
十
二
月
十
六
目
　
即
斌
二
十
八
年
ニ
ケ
月
ナ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
か
く
し
て
講
談
師
の
鑑
札
を
え
た
坂
崎
は
、
馬
鹿
林
鈍
翁
と
名
の
つ
て
一
座

　
（
7
）
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

を
編
成
、
同
月
二
十
一
日
か
ら
、
高
知
広
栄
座
で
旗
あ
げ
興
行
を
行
つ
た
が
、

翌
日
、
坂
崎
の
演
じ
た
講
談
「
羅
馬
英
雄
ブ
ラ
タ
ス
小
伝
」
の
一
節
が
不
敬
罪

に
問
わ
れ
、
且
つ
講
談
に
托
し
て
政
談
を
行
つ
た
こ
と
は
集
会
条
例
に
違
反
す

る
と
し
て
、
彼
は
現
場
で
警
察
官
に
逮
捕
さ
れ
た
。
同
夜
の
状
況
は
、
同
月
二

十
四
日
・
高
知
新
聞
に
詳
し
く
報
道
さ
れ
た
。
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
一
昨
二
十
二
日
の
夜
、
玉
水
新
地
広
栄
座
に
て
、
弊
社
の
坂
崎
斌
（
芸
名

　
馬
鹿
林
鈍
翁
）
が
不
慮
に
も
拘
引
せ
ら
れ
し
其
顛
末
を
記
さ
ん
に
、
同
夜
午

　
後
七
時
三
十
分
頃
よ
り
開
席
し
、
先
づ
鈍
突
が
一
席
喋
舌
り
、
次
に
鈍
翁
が

　
民
権
百
家
伝
の
内
羅
馬
英
雄
ブ
ラ
タ
ス
の
小
伝
を
講
し
了
り
、
次
に
鈍
子
が

　
席
に
就
く
や
否
、
何
所
よ
り
か
現
は
れ
け
ん
バ
ラ
く
と
数
多
の
警
吏
、
鈍

　
子
が
席
に
突
起
つ
て
坂
崎
を
此
に
出
せ
と
云
は
る
x
ゆ
へ
、
斯
く
と
通
じ
け

　
れ
ぽ
同
人
は
声
に
応
じ
て
帷
幕
の
内
よ
り
罷
り
出
し
に
、
警
官
は
当
夜
の
講

　
釈
を
禁
止
し
、
聴
人
を
退
散
せ
し
上
へ
、
其
方
は
拘
引
申
付
る
と
言
渡
さ
れ

　
た
り
。
依
て
同
人
は
如
何
な
る
事
由
に
て
禁
止
せ
ら
る
x
か
と
問
ひ
し
に
、

　
イ
ヤ
其
方
の
弁
解
は
本
署
に
到
り
L
上
へ
、
致
す
べ
し
と
て
、
其
儘
拘
引
に

　
な
り
し
か
は
、
場
内
の
雑
沓
一
方
な
ら
ず
、
宛
が
ら
潮
の
沸
か
如
く
、
数
百

　
人
が
警
察
本
署
の
内
外
へ
推
し
か
け
詰
め
寄
せ
、
殆
ん
ど
壬
二
丁
間
は
人
の



山
を
築
き
、
中
く
物
凄
ぎ
有
様
な
り
。
此
の
景
況
を
見
て
ス
ハ
と
云
ひ
さ

　
ま
、
警
部
巡
査
数
十
名
手
に
手
に
得
物
を
携
へ
、
退
散
せ
よ
く
と
大
音
声
に

呼
は
り
つ
x
門
外
遙
か
駆
け
出
し
け
れ
ば
．
ヅ
ウ
ー
と
一
同
蜘
蛛
の
子
を
散

　
せ
し
如
く
尻
に
帆
か
け
て
逃
げ
出
す
も
あ
り
、
又
石
に
蹟
づ
い
て
葎
る
』
も

　
あ
り
て
近
来
稀
れ
な
る
賑
か
な
騒
動
、
又
た
昨
日
社
員
一
名
出
頭
し
て
保
管

　
を
願
ひ
し
か
ど
も
、
お
宥
し
が
な
い
の
で
ス
ゴ
く
帰
り
ま
し
た
．
…
…
又

　
た
右
の
坂
崎
を
拘
引
せ
ん
と
数
多
の
警
吏
か
意
気
巻
荒
く
躇
込
み
最
早
去
ん

　
と
す
る
際
、
木
戸
口
に
拍
し
興
行
元
の
某
（
大
鹿
と
呼
ぶ
）
は
遽
し
く
警
吏

　
を
押
へ
、
何
用
あ
つ
て
か
知
れ
ね
と
も
、
興
行
元
な
る
私
に
一
言
の
答
へ
も
な

　
く
、
理
不
尽
に
も
数
多
の
人
を
退
散
せ
し
は
、
如
何
な
る
御
主
意
か
承
は
ら

　
ん
と
、
切
歯
を
な
し
つ
玉
詰
め
寄
り
し
に
、
警
吏
例
の
弁
励
は
致
さ
ぬ
と
の

　
一
言
に
て
ギ
ユ
と
や
つ
付
け
ら
れ
、
そ
の
上
へ
、
同
人
は
坂
崎
と
一
所
に
拘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
留
に
な
り
ま
し
た
は
、
実
に
。

　
坂
崎
は
現
行
犯
と
し
て
逮
捕
さ
れ
た
こ
と
と
て
、
お
そ
ら
く
予
審
は
省
略
さ

れ
検
察
官
よ
り
直
に
軽
罪
裁
判
所
に
対
し
公
訴
の
手
続
が
採
ら
れ
た
も
の
と
思

　
（
10
）

わ
れ
る
（
始
鐸
舷
繍
）
．
L
か
し
、
坂
崎
の
身
遡
は
、
一
月
二
十
四
日
、
矢
野
源
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
（
12
）

の
申
請
で
「
保
管
」
す
な
わ
ち
責
付
が
許
さ
れ
た
．

　
公
判
は
、
二
月
七
日
、
高
知
軽
罪
裁
判
所
で
開
か
れ
た
．
裁
判
長
は
判
事
金

沢
政
安
、
検
察
官
は
検
事
補
水
野
栄
光
で
あ
る
。
こ
の
日
の
状
況
を
、
翌
八

日
・
高
知
新
聞
は
、
次
の
ご
と
く
伝
え
て
い
る
。

　
　
昨
七
日
は
、
坂
崎
斌
が
彼
の
講
釈
一
件
に
付
き
高
知
軽
罪
裁
判
所
の
公
判

　
係
へ
喚
び
出
さ
れ
し
当
日
に
て
、
兼
て
保
管
人
矢
野
源
一
か
ら
広
告
も
致
し

　
置
き
た
る
都
合
ゆ
へ
、
斌
が
知
友
は
固
よ
り
其
他
各
社
の
壮
士
諸
士
等
皆
此

　
　
　
明
治
十
五
年
刑
法
施
行
直
後
の
不
敬
罪
事
件

裁
判
の
落
着
如
何
に
や
如
何
に
や
と
、
未
だ
午
前
十
時
に
も
な
ら
ざ
る
中
、

我
れ
先
き
に
裁
判
所
へ
詰
め
掛
け
た
り
．
中
に
は
早
傍
聴
人
満
員
の
よ
し
に

て
、
其
願
ひ
を
許
可
せ
ら
れ
ず
、
空
し
く
立
帰
り
し
人
々
も
あ
り
し
由
な
れ

ど
、
検
坐
の
喚
び
込
み
に
随
つ
て
公
庭
に
入
る
こ
と
を
得
た
り
し
は
殆
ん
と

一
百
名
、
時
に
午
前
十
一
時
、
此
日
や
一
天
雲
な
く
、
日
光
甚
だ
明
ら
か
な

れ
ど
も
、
傍
聴
席
の
人
々
は
何
と
な
く
愁
ひ
を
含
み
、
互
に
其
顔
を
見
合
せ

つ
』
涙
を
拭
ぐ
は
ぬ
ま
で
の
有
様
に
覚
へ
し
は
、
実
に
人
情
の
然
ら
し
む
る

と
こ
ろ
な
ら
ん
乎
．
而
し
て
公
庭
に
は
金
沢
判
事
正
面
の
卓
に
俺
ら
れ
、
右

に
川
村
書
記
左
り
に
水
野
検
事
補
又
其
左
り
に
は
此
一
件
に
付
き
相
当
官
吏

の
見
証
人
な
る
藤
川
警
部
が
着
席
さ
れ
、
後
の
方
に
は
官
吏
に
し
て
傍
聴
を

な
す
者
、
椅
頭
に
羅
列
し
た
り
。
暫
く
し
て
斌
が
検
坐
に
導
か
れ
来
つ
て
柵

欄
の
前
に
正
立
す
る
や
否
や
、
判
事
は
姓
名
住
所
年
齢
等
の
尋
問
を
始
め
ら

れ
、
そ
の
了
る
頃
、
検
事
補
起
立
し
て
被
告
人
は
前
夜
、
玉
水
新
地
広
栄
芝

居
の
講
釈
中
、
我
が
天
皇
陛
下
に
対
し
奉
り
不
敬
の
所
為
あ
り
云
々
の
事
を

陳
述
す
る
に
及
び
、
判
事
は
斌
に
向
ひ
て
猶
其
調
書
あ
り
と
書
記
を
し
て
之

を
読
み
聞
か
さ
し
む
．
是
よ
り
斌
は
着
々
其
犯
罪
の
廉
な
き
趣
を
弁
明
な

し
、
続
ひ
て
検
事
補
並
び
に
見
証
人
と
論
弁
数
回
、
判
事
は
原
被
告
の
陳
述

最
早
尽
き
た
り
を
料
り
、
遂
に
そ
れ
が
判
決
を
下
さ
れ
た
り
。
其
判
文
は
必

ら
ず
後
号
に
掲
載
す
べ
け
れ
ど
も
、
先
づ
大
意
を
掲
ぐ
れ
ば
、
斌
に
係
り
検

事
補
が
求
刑
し
た
る
天
皇
に
対
し
て
不
敬
の
所
為
あ
り
と
す
る
件
と
集
会
条

例
違
反
の
件
と
二
箇
条
の
中
、
条
例
違
反
一
条
は
無
罪
な
る
も
不
敬
一
条
は

果
し
て
其
所
為
あ
り
と
認
定
さ
れ
、
重
禁
鋼
三
ケ
月
罰
金
二
十
円
監
視
六
ケ

月
に
処
せ
ら
る
．
右
申
渡
の
了
り
し
は
恰
も
午
后
一
時
な
り
き
。
然
る
に
斌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
】
　
　
（
一
四
三
三
）



　
　
　
明
治
十
五
年
刑
法
施
行
直
後
の
不
敬
罪
事
件

　
は
此
裁
判
を
承
服
す
る
能
は
ざ
る
を
以
て
、
早
速
上
告
届
を
出
し
た
る
の

　
後
、
保
釈
を
願
ひ
保
証
金
三
十
円
を
納
め
て
矢
野
源
一
が
再
び
引
渡
し
を
受

　
け
連
れ
帰
へ
れ
り
。
本
日
は
斯
く
傍
聴
の
多
数
な
る
故
か
、
公
庭
の
中
へ
検

　
坐
両
名
の
外
、
三
名
の
巡
査
が
出
張
警
衛
せ
ら
る
エ
等
、
頗
る
平
常
の
景
況

　
に
異
な
り
し
。
猶
斌
が
陳
述
の
委
細
を
知
ら
ん
と
欲
す
る
人
々
は
、
乞
ふ
後

　
号
判
文
の
出
る
を
待
た
れ
よ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
そ
し
て
翌
九
日
の
同
新
聞
は
、
判
決
の
全
文
を
掲
載
し
た
。

　
裁
判
に
お
い
て
不
敬
罪
に
該
当
す
る
と
さ
れ
た
の
は
「
天
子
ハ
人
民
ヨ
リ
税

ヲ
絞
リ
テ
独
リ
安
坐
ス
税
ヲ
取
リ
テ
上
坐
二
位
ヒ
ス
ル
ハ
天
子
ト
私
シ
ノ
ニ
人

ナ
リ
」
と
述
べ
た
と
い
わ
れ
る
点
で
あ
る
。
坂
崎
は
、
「
絞
リ
」
と
は
い
わ
ず
、

土
佐
の
方
言
で
「
チ
ハ
リ
」
す
な
わ
ち
「
互
二
」
と
述
べ
た
の
が
誤
つ
て
伝
え

ら
れ
た
の
で
あ
り
、
ま
た
「
銭
ヲ
取
リ
テ
高
キ
所
二
居
リ
マ
ス
ハ
各
国
ノ
帝
王

二
似
テ
居
ル
」
と
洒
落
を
述
べ
た
ま
で
の
こ
と
で
、
「
天
子
」
と
い
つ
た
の
は

天
皇
を
指
す
の
で
は
な
く
、
一
般
的
な
「
帝
王
」
の
意
味
で
あ
り
、
天
皇
を
侮

辱
す
る
意
思
は
全
く
な
か
つ
た
旨
、
弁
解
し
た
が
裁
判
所
は
そ
れ
を
容
認
し
な

か
つ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
集
会
条
例
の
件
が
無
罪
と
な
つ
た
の
は
、
講
談
に

托
し
て
政
談
を
行
つ
た
と
み
と
め
が
た
い
と
さ
れ
た
か
ら
で
あ
つ
た
（
鰍
柵
頗
評

奪　
坂
崎
事
件
の
裁
判
長
金
沢
判
事
は
、
前
掲
森
田
事
件
の
裁
判
長
で
も
あ
つ

た
。
同
じ
裁
判
長
で
、
森
田
事
件
の
量
刑
の
重
禁
鋼
四
年
罰
金
百
円
監
視
一
年

と
、
坂
崎
の
そ
れ
の
重
禁
鋼
三
月
罰
金
二
十
円
監
視
六
月
と
を
比
較
す
る
と
、

後
者
は
著
し
く
軽
い
。
も
ち
ろ
ん
量
刑
は
犯
罪
事
実
に
対
す
る
判
事
の
軽
重
の

判
断
の
問
題
で
は
あ
る
が
、
裁
判
所
に
勤
務
し
た
経
験
を
も
つ
坂
崎
の
こ
と
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
二
　
　
（
一
四
三
四
）

て
、
判
事
の
心
証
を
よ
く
す
る
法
廷
技
術
を
身
に
つ
け
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ

る
し
、
ま
た
判
事
の
側
に
お
い
て
も
、
そ
う
し
た
経
歴
に
対
す
る
な
に
ほ
ど
か

の
配
慮
が
あ
つ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
前
掲
高
知
新
聞
の
記
事
に
あ
る
ご
と
く
、
坂
崎
は
即
日
、
上
告
し
た
が
．
そ

の
理
由
と
し
て
掲
げ
た
の
は
、
事
実
認
定
に
対
す
る
異
議
で
あ
つ
た
（
腋
欄
漱
舘

鯵
）
。
し
か
し
、
事
実
の
存
否
は
、
治
罪
法
に
お
い
て
上
告
理
由
に
は
な
ら
な

　
（
1
5
）

い
か
ら
（
鵬
細
マ
坂
崎
の
敗
訴
は
は
じ
め
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
．
翌
十
六
年

三
月
十
六
日
、
大
審
院
は
上
告
を
棄
却
し
た
。
上
告
以
後
一
年
有
余
、
当
時
と

し
て
は
異
例
と
思
わ
れ
る
長
期
間
を
費
し
た
理
由
は
わ
か
ら
な
い
．

　
上
告
後
の
保
釈
中
の
十
六
年
一
月
、
坂
崎
は
、
坂
本
竜
馬
を
主
題
と
し
た
実

録
談
「
汗
血
千
里
駒
」
を
土
陽
新
聞
に
連
載
、
紫
瀾
漁
長
の
名
は
、
一
躍
し
て

文
壇
の
雄
に
な
つ
た
と
い
う
。
彼
は
十
六
年
六
月
に
出
獄
し
た
筈
で
あ
る
が
、

翌
十
七
年
故
郷
を
離
れ
、
自
由
新
聞
、
浪
華
新
聞
、
今
日
新
聞
な
ど
の
主
筆
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
お
）

歴
任
、
二
十
年
十
二
月
、
保
安
条
例
に
よ
つ
て
退
去
命
令
を
う
け
る
や
、
山
形

の
出
羽
新
聞
に
招
か
れ
、
後
ち
に
は
大
同
新
聞
、
国
会
新
聞
、
土
陽
新
聞
、
東

京
新
聞
、
法
律
新
聞
の
各
社
を
転
々
と
し
、
晩
年
は
維
新
史
料
編
纂
所
の
嘱
託

に
な
り
、
大
正
二
年
二
月
十
七
日
、
逝
去
し
た
．
享
年
六
十
歳
．
そ
の
代
表
的

著
作
に
、
「
勝
伯
事
跡
開
城
始
末
」
（
明
治
二
士
二
年
）
、
「
林
有
造
旧
夢
談
」
（
明
治

二
＋
四
年
）
、
「
坂
本
竜
馬
」
（
明
治
三
十
二
年
）
、
「
鯨
海
酔
候
」
（
明
治
三
十
五
年
）
、

「
維
新
土
佐
勤
王
史
」
（
大
正
元
年
）
な
ど
が
あ
り
、
ま
た
大
町
桂
月
「
伯
爵
後

藤
象
二
郎
伝
」
（
大
正
三
年
）
は
、
坂
崎
の
稿
本
を
書
き
改
め
た
も
の
と
い
わ
れ

る
。

　
（
1
）
　
坂
崎
の
伝
記
と
し
て
は
、
野
崎
左
文
「
坂
崎
紫
瀾
翁
の
伝
」
・
明
治
文
化
研
究



　
（
新
旧
時
代
）
第
三
年
（
昭
和
二
年
）
第
九
冊
・
二
〇
頁
以
下
が
、
も
つ
と
も
詳
し

　
い
．
本
稿
に
お
け
る
彼
の
経
歴
は
、
と
く
に
註
記
し
た
も
の
を
除
き
、
こ
れ
に
よ

　
る
。

（
2
）
　
山
田
貞
光
「
松
本
地
方
に
お
け
る
自
由
民
権
運
動
の
一
源
流
！
松
本
時
代
の

坂
崎
紫
瀾
の
言
論
盾
動
－
1
」
・
信
濃
第
一
八
巻
（
昭
和
四
十
一
年
）
　
一
一
号
・
一

　
二
頁
以
下
参
照
。

（
3
）
（
4
）
　
本
稿
・
森
田
事
件
の
註
1
0
お
よ
び
1
2
・
本
誌
七
六
頁
参
照
．

（
5
）
　
遊
芸
稼
人
は
、
地
方
税
の
雑
種
税
を
課
せ
ら
れ
る
営
業
で
あ
つ
た
か
併
っ
（
地
方

税
規
則
・
明
治
十
三
年
四
月
八
日
太
政
官
布
告
第
一
六
号
、
営
業
税
雑
種
税
ノ
種
類

及
制
限
・
同
年
同
日
太
政
官
布
告
第
一
七
号
）
、
す
べ
て
「
寄
席
等
二
出
席
ス
ル
芸

人
ハ
総
テ
鑑
札
ヲ
受
ク
ヘ
キ
モ
ノ
」
で
あ
つ
た
（
警
保
局
編
「
警
務
要
書
」
・
明
治

十
八
年
・
三
五
九
頁
）
。
高
知
県
で
も
、
こ
の
鑑
札
に
関
す
る
法
令
が
あ
つ
た
と
思

　
わ
れ
る
が
、
い
ま
そ
れ
を
確
め
え
な
い
。

（
6
）
　
こ
の
坂
崎
の
奇
策
は
、
自
由
民
権
運
動
家
の
間
に
大
き
な
反
響
を
呼
ん
だ
．
福

島
の
岡
野
知
荘
が
奇
妙
法
王
と
称
し
て
開
化
噺
の
芸
人
の
鑑
札
を
申
請
し
た
の
を
始

　
め
と
し
（
岡
野
の
不
敬
罪
事
件
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
）
、
竜
野
周
一
郎
が
先
憂
亭

後
楽
、
渡
辺
作
成
が
虚
無
庵
天
福
と
称
し
て
開
化
噺
の
巡
業
を
行
つ
た
。
奥
宮
健
之

　
は
先
醒
堂
覚
明
、
奥
宮
健
吉
は
森
林
黒
猿
と
名
の
つ
て
講
談
を
は
じ
め
た
．
と
く
に

　
大
阪
で
は
十
八
年
頃
か
ら
盛
に
な
り
、
川
上
音
次
郎
（
自
由
童
子
）
、
淵
菊
太
郎

　
（
東
洋
天
狗
）
、
阪
部
幸
吉
（
民
権
小
僧
）
、
三
木
健
三
（
南
海
自
由
童
子
）
等
、
数

十
名
が
芸
人
の
鑑
札
を
う
け
た
と
い
わ
れ
る
（
伊
藤
痴
遊
「
政
治
講
談
の
創
始
」

　
「
芸
人
鑑
札
受
の
魂
胆
」
・
「
伊
藤
痴
遊
全
集
」
第
一
五
巻
・
昭
和
五
年
・
四
五
一
頁

以
下
、
高
梨
光
司
「
大
阪
の
民
権
運
動
・
補
遺
」
・
上
方
第
二
六
号
・
昭
和
八
年
・
二

〇
頁
以
下
、
柳
田
泉
「
政
治
講
談
事
始
」
・
「
随
筆
明
治
文
学
」
・
昭
和
十
一
年
・
四

　
八
頁
以
下
等
参
照
）
。

（
7
）
　
一
座
に
加
わ
つ
た
者
は
、
鈍
突
（
岩
神
正
戻
）
、
鈍
子
（
西
森
拙
三
？
）
、
鈍
々

　
　
　
明
治
十
五
年
刑
法
施
行
直
後
の
不
敬
罪
事
件

　
（
和
田
稲
積
）
、
鈍
柳
（
宮
崎
夢
柳
？
）
、
鈍
沢
（
波
越
四
郎
）
で
あ
つ
た
と
い
う
（
柳
田
．

　前

掲
書
・
四
九
頁
）
。

（
8
）
柳
田
・
前
掲
明
治
文
学
・
五
〇
頁
．
植
木
枝
盛
は
．
こ
の
二
十
哨
日
の
日
記
に

　
「
上
芝
居
に
て
催
す
東
洋
一
派
民
権
講
釈
を
聴
か
ん
と
し
て
之
に
赴
く
．
右
の
流
派

　
と
得
月
楼
に
登
て
酒
を
飲
む
」
（
「
植
木
枝
盛
日
記
」
・
高
知
新
聞
社
版
・
昭
和
三
十

年
・
二
〇
七
頁
）
と
記
し
て
い
る
．
坂
崎
と
親
交
の
あ
つ
た
植
木
は
、
初
興
業
の
成

功
を
喜
び
共
に
祝
杯
を
あ
げ
た
の
で
あ
る
。

（
9
）
植
木
は
二
十
二
日
の
日
記
に
「
夜
民
権
講
釈
の
席
に
往
く
．
坂
崎
斌
講
釈
の
為

　
め
に
警
察
本
署
に
勾
引
せ
ら
れ
、
且
拘
留
せ
ら
る
」
（
前
掲
植
木
日
記
・
二
〇
七
頁
）

　
と
記
し
て
い
る
．
な
お
、
坂
崎
と
共
に
逮
捕
さ
れ
た
興
業
主
尾
崎
儀
右
衛
門
は
、
官

吏
侮
辱
罪
（
刑
法
第
一
四
一
条
）
に
間
わ
れ
、
同
年
一
月
三
十
一
日
、
高
知
軽
罪
裁

判
所
で
重
禁
鋼
一
ヵ
月
、
罰
金
五
円
を
言
渡
さ
れ
た
（
明
治
十
五
年
二
月
三
日
・
高

知
新
聞
、
同
年
二
月
二
十
日
・
東
京
日
日
新
聞
）
．
本
文
に
引
用
し
た
二
月
二
十
四

　
日
・
高
知
新
聞
は
、
逮
捕
さ
れ
た
興
行
元
を
「
大
鹿
と
呼
ぶ
」
と
し
て
い
る
が
、
大

鹿
は
尾
崎
の
誤
り
か
、
そ
れ
と
も
尾
崎
の
通
称
か
、
そ
の
点
明
ら
か
で
な
い
。

（
1
0
）
　
本
稿
・
森
田
事
件
の
註
1
5
・
本
誌
七
七
頁
参
照
。

（
11
）
明
治
十
五
年
一
月
二
十
七
目
・
朝
野
新
聞
。
矢
野
源
一
は
．
高
知
の
代
言
人
で

　
あ
つ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
1
2
）
　
こ
の
「
保
管
」
に
つ
い
て
は
、
本
稿
・
森
田
事
件
の
註
11
・
本
誌
七
六
頁
参
照
。

（
1
3
）
明
治
十
五
年
二
月
十
七
日
・
郵
便
報
知
新
聞
も
、
判
決
全
文
を
掲
載
し
て
い

　
る
。

（
14
）
高
知
県
立
図
書
館
蔵
「
坂
崎
年
譜
」
（
自
筆
）
に
は
、
十
五
年
一
月
の
項
に
「
受

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

　
政
談
演
説
禁
止
．
更
為
講
釈
受
乗
輿
不
敬
罪
告
訴
。
被
処
重
禁
鋼
三
月
監
視
．
即
詮

　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

　
訴
保
釈
」
、
十
六
年
一
月
の
項
に
「
控
訴
破
殿
入
獄
就
刑
」
と
あ
る
。
上
級
裁
判
所

　
の
覆
審
を
求
め
る
と
い
う
意
味
で
「
控
訴
」
と
述
べ
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
正
確

　
に
い
え
ば
「
控
訴
」
で
は
な
く
「
上
告
」
で
あ
る
。
治
罪
法
の
控
訴
は
、
当
時
停
止

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
三
　
　
（
一
四
三
五
）



明
治
十
五
年
刑
法
施
行
直
後
の
不
敬
罪
事
件

中
で
あ
つ
た
（
本
稿
・
森
田
事
件
の
註
1
8
・
本
誌
七
七
頁
参
照
）
．
坂
崎
の
不
敬
罪

事
件
に
ふ
れ
た
文
献
の
中
に
も
、
彼
が
「
控
訴
」
し
て
破
殿
さ
れ
た
と
し
て
い
る
も

　
の
は
か
な
り
多
い
が
、
（
例
え
ば
野
崎
・
前
掲
紫
瀾
翁
の
伝
・
明
治
文
化
研
究
第
三

年
九
冊
・
二
一
頁
．
柳
田
泉
「
坂
崎
紫
瀾
に
つ
い
て
」
・
「
政
治
小
説
研
究
」
上
巻
．

昭
和
十
年
二
三
三
頁
、
滝
石
登
鯉
「
紫
瀾
雑
録
」
・
土
佐
史
談
第
二
五
号
．
昭

和
四
一
年
・
八
二
頁
等
）
、
こ
の
誤
り
は
、
前
掲
年
譜
の
影
響
か
も
知
れ
な
い
。
と

く
に
柳
田
泉
博
土
は
「
紫
瀾
は
大
阪
に
控
訴
し
た
が
、
取
上
ら
れ
ず
、
十
六
年
三
月

下
獄
就
行
し
た
」
（
前
掲
明
治
文
学
・
五
〇
頁
）
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
成
程
、
控

訴
審
が
あ
つ
た
と
す
れ
ば
、
高
知
始
審
裁
判
所
は
大
阪
控
訴
裁
判
所
の
管
下
で
あ
る

　から、

同
所
で
審
理
さ
れ
た
筈
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
事
実
は
な
い
。

（
1
5
）
　
治
罪
法
第
四
一
〇
条
　
検
察
官
及
ヒ
被
告
人
ハ
予
審
又
ハ
公
判
ノ
言
渡
二
対
シ

左
ノ
場
合
二
上
告
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得

　
　
一
　
法
律
二
背
キ
忌
避
ノ
申
立
ヲ
認
可
セ
サ
ル
時

　
　
二
　
裁
判
所
ノ
構
成
規
則
二
背
キ
タ
ル
時

　
　
三
　
法
律
二
背
キ
管
轄
違
又
ハ
管
轄
ナ
リ
ト
ノ
言
渡
若
ク
ハ
管
轄
二
非
サ
ル
裁
判

　
　
所
二
事
件
ヲ
移
ス
ノ
言
渡
ア
リ
タ
ル
時

　
　
四
　
法
律
二
於
テ
無
効
ノ
記
載
ア
ル
規
則
二
背
キ
タ
ル
時
又
ハ
無
効
ノ
記
載
ナ
キ

　
　
規
則
二
背
キ
タ
ル
ニ
因
リ
異
議
ノ
申
立
ア
リ
タ
ル
場
合
二
於
テ
之
ヲ
認
可
セ
サ

　
　
　
ル
時

　
　
五
　
法
律
二
背
キ
公
訴
ヲ
受
理
シ
又
ハ
受
理
セ
サ
ル
時

　
　
六
　
法
律
二
定
メ
タ
ル
場
合
二
於
テ
検
察
官
ノ
意
見
ヲ
聴
カ
サ
ル
時

　
　
七
裁
判
所
二
於
テ
請
求
ヲ
受
ケ
タ
ル
事
件
二
付
キ
判
決
ヲ
為
サ
ス
又
ハ
職
権
ヲ

　
　
以
テ
判
決
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
可
キ
場
合
ヲ
除
ク
ノ
外
請
求
ヲ
受
ケ
サ
ル
事
件
二
付

　
　
　
キ
判
決
ヲ
為
シ
タ
ル
時

　
　
八
裁
判
言
渡
ヲ
公
行
セ
ス
又
ハ
傍
聴
ヲ
禁
ス
ル
ノ
言
渡
ナ
ク
シ
テ
訊
問
及
ヒ
弁

　
　
論
ヲ
公
行
セ
サ
ル
時

八
四
　
　
（
一
四
三
六
）

　
九
事
実
及
ヒ
法
律
二
依
リ
言
渡
ノ
理
由
ヲ
付
セ
ス
又
ハ
其
理
由
ノ
齪
蠕
ア
ル
時

　
十
擬
律
ノ
錯
誤
ア
ル
時

　
十
一
　
越
権
ノ
処
分
ア
ル
時

　
右
の
理
由
の
中
に
は
、
事
実
の
存
否
は
な
い
。
冨
岡
門
前
警
察
署
編
「
治
罪
法
令

訓
集
・
第
四
編
ー
第
六
編
」
は
、
右
に
関
す
る
説
明
で
「
凡
ソ
証
拠
徴
愚
ハ
裁
判

官
ノ
判
定
二
任
ス
ル
ハ
法
律
ノ
明
言
ス
ル
処
ナ
リ
。
又
大
審
院
ハ
覆
審
ヲ
ナ
ス
処
二

非
ス
。
故
二
事
実
二
就
テ
不
服
ア
ル
モ
到
底
大
審
院
力
管
轄
ス
ル
処
二
非
サ
ル
ハ
疑

　
フ
可
カ
ラ
ス
」
（
二
七
八
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

（
1
6
）
　
坂
崎
は
、
明
治
二
十
年
十
二
月
二
十
六
日
の
保
安
条
例
で
東
京
か
ら
退
去
さ
せ

ら
れ
た
が
（
「
自
由
党
史
」
下
巻
・
岩
波
文
庫
本
・
三
三
三
頁
）
、
後
ち
に
憲
法
発
布

の
大
赦
で
、
こ
の
二
年
問
の
退
去
命
令
は
解
除
さ
れ
た
（
明
治
二
十
二
年
二
月
十
三

日
・
東
京
日
日
新
聞
）
。

前
註

（
1
）
第
一
審
判
決
書
は
、
高
知
地
方
検
察
庁
保
管
の
判
決
正
本
に
よ
る
。

（
2
）
　
大
審
院
判
決
書
は
、
高
知
地
方
検
察
庁
保
管
の
判
決
謄
本
に
よ
る
。
な
お
、
こ

　
の
判
決
は
「
大
審
院
刑
事
判
決
録
・
明
治
十
六
年
一
月
ー
三
月
」
・
三
七
五
頁
以

　
下
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
判
事
名
そ
の
他
若
干
の
省
略
が
あ
る
。

裁
判
言
渡
書

高
知
県
土
佐
国
土
佐
郡
大
川
筋
士
族
遊
芸
稼
人
馬
鹿
林
鈍
翁
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
阪
　
崎
　
　
斌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
十
八
年
九
ケ
月

当
裁
判
所
詰
検
事
補
水
野
栄
光
ヨ
リ
其
方
力
天
皇
二
対
シ
不
敬
ノ
所
為
ア
リ



ト
シ
テ
公
訴
セ
シ
事
件
遂
審
理
処
其
方
二
在
テ
ハ
検
察
官
陳
述
ノ
如
ク
明
治

十
五
年
一
月
廿
二
日
夜
玉
水
新
地
芝
居
小
屋
二
於
テ
通
俗
民
権
百
家
伝
講
釈

中
天
子
ハ
人
民
ヨ
リ
税
ヲ
絞
リ
テ
独
リ
安
坐
ス
税
ヲ
取
リ
テ
上
坐
二
位
ヒ
ス

ル
ハ
天
子
ト
私
シ
ノ
ニ
人
ナ
リ
ト
公
衆
二
対
シ
講
シ
タ
ル
ニ
ア
ラ
ス
其
絞
リ

ト
云
フ
ハ
チ
ハ
リ
ト
申
シ
タ
ル
コ
ト
ニ
テ
チ
ハ
リ
ト
ハ
土
佐
国
ノ
方
言
ニ
シ

テ
互
ニ
ト
云
フ
コ
ト
ナ
リ
之
ヲ
絞
リ
ト
筆
記
セ
シ
ハ
全
ク
当
夜
監
臨
セ
シ
警

察
官
ノ
詰
所
ト
講
釈
席
ト
懸
隔
セ
シ
ヲ
以
テ
該
官
二
於
テ
聞
キ
誤
リ
タ
ル
モ

ノ
ト
思
考
ス
其
他
明
治
十
五
年
一
月
廿
三
日
警
察
署
二
於
テ
答
弁
シ
タ
ル
如

ク
私
シ
ハ
賎
シ
キ
講
釈
師
テ
ア
リ
マ
ス
カ
銭
ヲ
取
リ
テ
高
キ
所
二
居
リ
マ
ス

ハ
各
国
ノ
帝
王
二
似
テ
居
ル
デ
ア
リ
マ
セ
ン
カ
ト
洒
落
ヲ
申
シ
タ
ル
コ
ト
ナ

リ
右
ハ
枕
言
葉
ト
申
シ
テ
講
釈
師
話
師
家
等
二
在
テ
ハ
皆
先
ツ
如
此
洒
落
ヲ

述
フ
ル
ノ
旧
慣
ナ
レ
ハ
決
シ
テ
其
精
神
ア
リ
テ
述
フ
ル
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ス
且
ツ

天
子
ノ
語
タ
ル
甚
タ
汎
キ
モ
ノ
ニ
テ
只
天
子
ト
申
タ
連
我
天
皇
陛
下
二
対
シ

タ
ル
モ
ノ
ト
看
認
ル
ヲ
得
サ
ル
モ
ノ
ナ
リ
故
二
右
酒
落
モ
我
天
皇
陛
下
二
対

シ
タ
ル
ニ
ア
ラ
ス
唯
汎
ク
各
国
二
対
シ
テ
述
ヘ
タ
ル
コ
ト
ナ
ル
旨
申
立
ル
ト

難
モ
警
察
署
二
於
テ
ナ
シ
タ
ル
ロ
供
中
私
ハ
皆
サ
ソ
ヨ
リ
弐
銭
ツ
ッ
ノ
税
ヲ

取
り
云
々
ト
云
ヘ
ル
問
二
自
分
二
於
テ
ハ
確
力
覚
エ
サ
ル
モ
云
々
ト
答
ヘ
タ

リ
其
確
ト
覚
エ
サ
ル
ノ
語
ヲ
以
テ
見
レ
ハ
当
夜
監
臨
シ
タ
ル
警
部
補
藤
川
玉

英
及
巡
査
土
居
定
晃
外
三
名
ノ
聞
取
書
ヲ
以
テ
確
実
ノ
証
拠
ト
ナ
シ
而
シ
テ

天
子
ト
ハ
外
国
ノ
天
子
ヲ
指
示
シ
タ
ル
旨
弁
護
ス
ト
錐
モ
唯
タ
天
子
ト
述
ヘ

タ
ル
ヲ
以
テ
外
国
ノ
天
子
ノ
ミ
ニ
対
セ
シ
モ
ノ
ト
看
認
ル
ヲ
得
ス
因
テ
右
天

子
云
々
ノ
語
ハ
我
力
天
皇
陛
下
二
対
シ
不
敬
ノ
所
為
ア
ル
モ
ノ
ト
認
定
シ
刑

法
第
百
十
七
条
二
天
皇
三
后
皇
太
子
二
対
シ
不
敬
ノ
所
為
ア
ル
老
ハ
三
月
以

明
治
十
五
年
刑
法
施
行
直
後
の
不
敬
罪
事
件

上
五
年
以
下
ノ
重
禁
鋼
二
処
シ
ニ
十
円
以
上
二
百
円
以
下
ノ
罰
金
ヲ
附
加
ス

ト
ア
ル
ニ
依
リ
重
禁
鋼
三
月
二
処
シ
罰
金
弐
拾
円
ヲ
附
加
シ
傍
ホ
同
第
百
二

十
条
二
照
シ
監
視
六
月
ヲ
命
ス

　
　
但
同
ク
公
訴
二
係
ル
集
会
条
例
違
犯
ノ
件
ハ
当
夜
相
当
官
吏
ノ
聞
取
書

　
　
及
ヒ
証
人
ト
シ
テ
呼
出
シ
タ
ル
警
部
補
藤
川
玉
英
ノ
陳
述
二
依
レ
ハ
果

　
　
シ
テ
違
犯
セ
シ
モ
ノ
ト
看
認
ム
ト
難
モ
素
ヨ
リ
政
治
二
関
ス
ル
事
項
ヲ

　
　
講
談
論
議
ス
ル
念
慮
二
在
テ
独
リ
名
ヲ
講
釈
二
托
シ
政
談
ヲ
ナ
シ
タ
ル

　
　
モ
ノ
ト
看
認
ル
ヲ
得
ス
然
ル
上
ハ
集
会
条
例
二
触
レ
サ
ル
ヲ
以
テ
刑
法

　
　
第
二
条
二
依
リ
無
罪
ヲ
言
渡
ス

　
明
治
十
五
年
二
月
七
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
知
軽
罪
裁
判
所
於
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
判
事
　
金
沢
政
安

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
書
記
　
川
村
邦
茂

宣
　
告

高
知
県
士
族
土
佐
国
土
佐
郡
大
川
筋
遊
芸
稼

坂
　
崎
　
　
斌

明
治
十
五
年
二
月

二
十
八
年
九
月

右
斌
力
被
告
事
件
二
付
明
治
十
五
年
二
月
七
日
高
知
軽
罪
裁
判
所
二
於
テ
被

告
ハ
明
治
十
五
年
一
月
廿
二
日
夜
玉
水
新
地
芝
居
小
屋
二
於
テ
至
尊
二
奉
対

シ
不
敬
ノ
演
説
ヲ
為
シ
タ
ル
者
ト
認
定
シ
刑
法
第
百
十
七
条
同
第
百
二
十
条

八
五
　
　
（
一
四
三
七
）



　
　
明
治
十
五
年
刑
法
施
行
直
後
の
不
敬
罪
事
件

二
照
シ
重
禁
鋼
三
月
罰
金
二
十
円
監
視
六
月
ノ
刑
ヲ
言
渡
シ
タ
ル
裁
判
二
対

シ
坂
崎
斌
ハ
上
告
ヲ
為
タ
リ
因
テ
大
審
院
二
於
テ
専
任
判
事
報
告
書
ノ
朗
読

及
ヒ
立
会
検
事
ノ
意
見
ヲ
聴
キ
之
ヲ
審
判
ス
ル
左
ノ
如
シ

　
被
告
二
於
テ
原
裁
判
ハ
擬
律
錯
誤
ア
ル
ト
冒
頭
二
挙
示
シ
以
テ
上
告
ヲ
為

ス
ト
錐
モ
其
論
告
ス
ル
処
ノ
趣
旨
ハ
採
証
法
及
ヒ
事
実
判
定
ヲ
非
難
シ
到
底

無
罪
ノ
者
二
有
罪
ナ
リ
ト
判
定
セ
ラ
レ
タ
ル
ハ
不
服
ナ
リ
ト
云
フ
ニ
過
キ
サ

ル
ナ
リ
ソ
ノ
犯
罪
ノ
証
愚
ヲ
取
捨
採
択
ス
ル
ハ
治
罪
法
第
百
四
十
六
条
第
二

項
二
掲
ケ
テ
以
テ
承
審
官
ノ
判
定
二
専
任
シ
ア
リ
テ
其
採
択
ス
ル
所
ノ
証
態

等
二
由
リ
犯
罪
ノ
事
実
ヲ
認
定
ス
ル
モ
亦
承
審
官
ノ
特
権
ニ
シ
テ
其
判
定
二

就
キ
テ
ハ
他
ヨ
リ
之
ヲ
動
カ
ス
可
カ
ラ
サ
ル
ハ
治
罪
法
ノ
原
則
ナ
リ
而
テ
其

判
定
セ
シ
事
実
二
於
テ
ハ
刑
法
第
百
十
七
条
同
第
百
二
十
条
ヲ
適
用
シ
タ
ル

ハ
至
当
ノ
裁
判
ニ
シ
テ
毫
モ
鍛
瑛
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
故
二
上
告
ヲ
為
ス
ノ
理
由

之
ナ
キ
モ
ノ
ト
ス
因
テ
治
罪
法
第
四
百
二
十
七
条
二
照
シ
該
上
告
ハ
棄
却
ス

ル
モ
ノ
也

大
審
院
二
於
テ
検
事
池
上
三
郎
立
会
宣
告
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
裁
判
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
専
任

明
治
十
六
年
三
月
十
六
日

書　　半り　半ぜ　半り　半り　半り

記事事事事事
石
井
忠
恭

土
師
経
典

大
塚
正
男

山
根
秀
介

高
木
　
勤

陰
山
秀
司

後
記
本
事
件
関
係
の
裁
判
文
書
の
調
査
に
は
、
高
知
地
方
検
察
庁
庶
務
課
長
尾
崎
利

正
氏
の
御
援
助
を
う
け
た
。

　
　
　
　
　
　
八
六
　
　
（
｝
四
三
八
）

こ
こ
に
記
し
て
そ
の
学
恩
を
謝
す
。

O
　
大
庭
成
章
事
件

　
明
治
十
五
年
三
月
十
一
日
、
伊
賀
の
比
曽
河
内
村
に
お
い
て
、
大
庭
成
章
が

「
腕
力
貴
フ
可
シ
」
と
題
し
て
行
つ
た
演
説
が
不
敬
罪
に
問
わ
れ
た
事
件
で
あ

る
．
問
題
に
な
つ
た
演
説
の
内
容
は
、
判
決
文
に
よ
る
と
「
御
前
サ
ン
方
力
祖
先

ト
貴
フ
処
ノ
神
武
天
皇
ト
謂
フ
ハ
日
本
近
カ
キ
ニ
ア
ル
異
国
人
ニ
テ
腕
力
ノ
最

モ
強
キ
モ
ノ
ナ
リ
其
人
日
本
ノ
ア
ル
ヲ
知
リ
日
本
二
来
テ
強
キ
腕
力
ヲ
以
テ
日

本
ノ
腰
抜
ケ
人
ヲ
圧
倒
シ
テ
日
本
ヲ
奪
フ
タ
ル
則
大
盗
賊
ダ
其
盗
賊
ノ
神
武
天

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

皇
ノ
末
流
タ
ル
今
ノ
今
上
天
皇
陛
下
ヲ
始
メ
太
政
大
臣
参
議
モ
大
盗
賊
ダ
」

（
撒
鵬
翻
翁
鵬
）
と
述
べ
た
点
で
あ
る
．
こ
の
事
件
は
、
い
ち
早
く
京
都
新
報

（
月
日
不
詳
）
が
報
道
し
た
よ
う
で
あ
り
、
そ
れ
に
も
と
づ
き
十
五
年
三
月
二

十
九
日
・
東
京
目
日
新
聞
が
事
件
前
後
の
状
況
を
か
な
り
詳
し
く
次
の
よ
う
に

　
　
（
2
）
（
3
）

述
べ
て
い
る
．

　
　
か
ね
て
西
京
に
て
過
激
党
と
か
の
聞
あ
り
L
大
庭
成
章
、
岡
正
綱
の
両
人

　
が
、
本
月
十
一
目
の
こ
と
な
り
と
か
、
伊
賀
上
野
に
て
政
談
演
説
会
を
開
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

　
L
に
、
大
庭
氏
は
先
演
談
に
登
り
て
聴
衆
に
向
ひ
余
往
々
に
我
祖
宗
と
尊
崇

　
せ
る
神
武
帝
の
憩
像
又
は
画
像
を
視
る
に
、
い
づ
れ
も
唐
冠
唐
裳
を
着
せ
り
．

　
此
に
由
て
こ
れ
を
視
れ
ば
、
彼
神
武
帝
は
其
元
唐
土
よ
り
渡
航
し
来
た
り
、

　
我
日
本
国
の
騨
に
乗
じ
て
遂
に
こ
れ
を
掠
奪
L
、
武
力
を
頼
ん
で
以
て
我
日

　
本
人
種
を
征
服
し
、
檀
ま
x
に
帝
位
に
登
り
て
統
を
万
世
に
垂
れ
、
一
統
聯

　
綿
帝
王
の
位
を
専
に
す
る
の
基
を
開
き
し
も
の
に
し
て
、
言
は
父
我
目
本
の

　
大
盗
賊
な
り
。
故
を
以
て
其
子
孫
は
則
ち
国
賊
の
末
畜
に
し
て
、
現
に
今
上



　
皇
帝
の
如
き
も
均
し
く
我
国
の
賊
と
い
ふ
べ
し
．
又
こ
れ
に
甘
心
従
属
せ
る

　
大
臣
参
議
以
下
各
官
奴
輩
の
如
き
も
亦
是
均
し
く
国
賊
な
り
．
今
此
場
所
に

　
監
臨
せ
る
警
吏
の
如
き
も
亦
盗
賊
の
隷
属
な
り
云
々
と
い
ふ
に
ぞ
、
監
臨
警

　
部
は
直
ち
に
起
つ
て
中
止
を
命
じ
解
散
せ
よ
と
呼
は
ら
る
N
に
、
大
庭
氏
は

　
警
吏
に
対
ひ
忽
ち
色
を
作
し
て
言
葉
を
あ
ら
N
げ
、
別
段
解
散
を
命
ぜ
ら
れ

　
ず
と
も
、
余
が
演
説
は
素
よ
り
こ
れ
ま
て
な
れ
ば
お
差
図
に
は
お
よ
ぶ
ま

　
じ
。
左
は
去
り
な
が
ら
只
今
特
に
中
止
解
散
を
命
ぜ
ら
れ
し
は
、
定
め
て
不

　
可
と
見
認
め
ら
れ
た
る
主
旨
あ
つ
て
然
る
な
ら
ん
。
一
応
詳
に
其
主
旨
を
承

　
ら
ん
と
尋
ね
し
か
ば
、
警
吏
は
更
に
他
事
も
無
く
明
目
申
聞
か
す
べ
け
れ

　
ば
、
今
胃
は
こ
の
ま
ま
退
散
な
し
翌
目
あ
ら
た
め
て
警
察
署
へ
出
頭
せ
よ
と

言
放
ち
、
其
夜
は
直
に
帰
ら
れ
け
り
．
扱
其
翌
朝
に
お
よ
び
て
自
分
よ
り
の

出
頭
を
侯
た
ず
、
警
察
署
よ
り
召
喚
状
を
下
付
さ
れ
し
に
依
り
、
直
ち
に
出

頭
せ
L
と
こ
ろ
吟
味
の
筋
の
あ
れ
ば
と
て
其
儘
拘
留
せ
ら
れ
、
終
に
軽
罪
裁

判
所
へ
廻
さ
れ
て
段
々
審
糺
あ
り
し
後
ち
．
皇
室
に
対
し
不
敬
の
廉
あ
り
と

　
て
重
禁
鋼
四
年
罰
金
百
円
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
尚
一
年
六
ケ
月
の
監
視
に
附

　
す
る
旨
を
申
渡
さ
れ
し
が
、
大
庭
氏
は
鉄
面
皮
に
も
潭
か
る
色
も
な
く
、
斯

　
処
刑
を
受
け
た
る
か
ら
は
寧
ろ
我
が
学
事
勉
励
の
暇
を
得
た
る
な
り
。
実
に

　
此
上
な
き
愉
快
な
り
と
喋
々
L
つ
つ
甘
じ
て
服
罪
せ
し
よ
し
、
京
都
新
報
に

　
見
ゆ
．
暴
慢
無
礼
国
家
の
安
寧
を
害
し
毒
を
社
会
に
流
す
う
へ
を
し
も
、
民

　
権
自
由
を
重
ん
ず
る
の
士
と
称
す
べ
き
歎
。

　
こ
の
記
事
で
は
、
判
決
日
を
明
示
し
て
い
な
い
が
、
上
野
治
安
裁
判
所
に
お

け
る
そ
れ
は
、
十
五
年
三
月
十
五
目
で
あ
る
（
綴
鵬
韻
翻
購
）
。

刑
法
第
コ
七
条
違
反
の
不
敬
罪
は
軽
罪
事
件
で
あ
る
か
ら
．
そ
の
裁
判
管

　
　
　
明
治
十
五
年
刑
法
施
行
直
後
の
不
敬
罪
事
件

　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

轄
は
軽
罪
裁
判
所
で
あ
る
（
始
解
触
第
）
．
し
か
し
、
当
時
、
軽
罪
裁
判
所
を
開
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

べ
き
始
審
裁
判
所
の
数
は
充
分
で
な
く
、
そ
れ
が
た
め
交
通
不
便
の
土
地
か
ら

犯
人
を
送
致
す
る
手
数
を
考
慮
し
、
始
審
裁
判
所
よ
り
は
数
多
く
設
け
ら
れ
て

　
　
　
　
　
（
6
）

い
た
治
安
裁
判
所
に
お
い
て
も
軽
罪
事
件
を
取
扱
う
臨
時
措
置
が
、
治
罪
法
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
（
7
）

施
行
（
明
治
＋
五
年
一
月
一
日
）
に
先
立
つ
て
採
ら
れ
て
い
た
．
次
の
通
り
で
あ
る
．

　
　
明
治
十
四
年
十
月
六
日
・
太
政
官
布
告
第
五
十
四
号

刑
法
治
罪
法
実
施
ノ
儀
布
告
候
二
付
テ
ハ
当
分
ノ
内
軽
罪
ニ
シ
テ
検
察
官
二

於
テ
予
審
ヲ
要
セ
ス
ト
見
込
ム
モ
ノ
ニ
限
リ
始
審
裁
判
所
々
在
ノ
地
ヲ
除
ク

ノ
外
治
安
裁
判
所
二
於
テ
軽
罪
裁
判
所
ヲ
開
キ
其
裁
判
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ヘ

シ
此
旨
布
告
候
事

　
但
本
文
ノ
場
合
二
於
テ
訟
廷
内
治
罪
ノ
手
続
ハ
便
宜
可
取
計
且
其
手
続
上

　
二
付
テ
ハ
上
訴
ヲ
許
サ
ス

　
　
明
治
十
四
年
十
二
月
九
日
・
司
法
省
丁
第
二
十
七
号
達

本
年
五
十
四
号
公
布
二
依
リ
治
安
裁
判
所
二
於
テ
軽
罪
裁
判
所
ヲ
開
ク
ト
キ

ハ
其
管
轄
軽
罪
裁
判
所
ノ
名
称
ヲ
用
ヒ
其
印
ヲ
捺
シ
某
治
安
裁
判
所
二
於
テ

ス
ル
コ
ト
ヲ
附
記
ス
ヘ
シ
左
二
雛
形
相
添
へ
此
旨
相
達
候
事

　
書
式
雛
形

　
　
於
八
王
子
治
安
裁
判
所横

浜
軽
罪
裁
判
所

一　
　
　
－

横
浜
軽
罪

裁
判
所

明
治
十
四
年
十
二
月
二
十
八
日
・
太
政
官
布
告
第
七
十
一
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
七
　
　
（
一
四
三
九
）



　
　
　
　
明
治
十
五
年
刑
法
施
行
直
後
の
不
敬
罪
事
件

　
治
安
裁
判
所
二
於
テ
軽
罪
裁
判
所
ヲ
開
ク
時
ハ
当
分
ノ
内
其
所
在
ノ
地
警
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
8
）

　
ヲ
シ
テ
検
事
ノ
職
ヲ
代
理
セ
シ
ム

　
す
な
わ
ち
、
検
察
官
が
予
審
を
必
要
と
せ
ず
と
判
断
し
た
軽
罪
事
件
に
っ
い

て
は
、
始
審
裁
判
所
が
設
け
ら
れ
て
い
な
い
土
地
の
治
安
裁
判
所
が
、
本
来
そ

の
事
件
を
管
轄
す
べ
き
軽
罪
裁
判
所
の
名
に
お
い
て
審
理
し
、
且
つ
検
察
官
の

職
は
警
部
が
代
行
す
る
こ
と
を
み
と
め
た
も
の
で
あ
る
．
大
庭
事
件
の
裁
判

が
、
上
野
治
安
裁
判
所
に
お
い
て
安
濃
津
軽
罪
裁
判
所
の
名
で
行
わ
れ
、
そ
し

　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

て
検
察
官
が
堀
警
部
で
あ
つ
た
の
は
、
そ
う
し
た
臨
時
措
置
に
よ
る
も
の
で
あ

る
。
検
察
官
は
事
件
を
現
行
犯
と
し
て
取
扱
い
、
予
審
の
省
略
は
当
然
と
考
え

た
の
で
あ
ろ
う
（
勲
解
舷
鱒
）
。
そ
し
て
事
件
発
生
後
の
わ
ず
か
三
日
後
の
三
月
十

　
　
　
　
（
1
1
）

四
日
に
公
判
を
開
き
、
翌
十
五
日
に
判
決
の
言
渡
を
行
つ
た
の
で
あ
る
。

　
大
庭
は
、
前
掲
東
京
日
日
の
記
事
に
よ
る
と
「
西
京
に
て
過
激
党
と
か
の
聞

あ
り
し
云
々
」
と
あ
る
が
、
判
決
書
の
住
所
は
、
東
京
の
日
本
橋
区
と
な
つ
て

い
る
．
こ
の
人
に
つ
き
、
私
は
全
く
知
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
大
方
の
御
教
示
を

乞
う
次
第
で
あ
る
。

　
な
お
、
大
庭
は
前
掲
新
聞
記
事
に
も
あ
る
ご
と
く
第
一
審
判
決
に
服
し
、
上

　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

告
は
し
て
い
な
い
。
’

　
（
1
）
　
熊
本
で
発
行
さ
れ
て
い
た
紫
漠
雑
誌
第
五
号
（
明
治
十
五
年
四
月
十
一
日
）

　
　
に
．
次
の
記
事
が
あ
る
（
二
〇
頁
）
。

　
　
　
　
伊
予
ノ
自
由
家
大
庭
成
章
ト
云
ヘ
ル
賊
徒
力
神
武
帝
ハ
其
元
唐
土
ヨ
リ
渡
海
シ

　
　
　
来
リ
我
日
本
国
ノ
隙
二
乗
シ
武
力
ヲ
頼
テ
日
本
人
種
ヲ
征
服
シ
タ
ル
ナ
レ
ハ
我
日

　
　
　
本
ノ
大
盗
賊
ナ
リ
。
今
上
皇
帝
ノ
如
キ
モ
則
チ
国
賊
ノ
末
喬
ナ
リ
云
々
ト
暴
悪
ノ

　
　
　
言
ヲ
長
々
ト
吐
キ
出
シ
而
シ
テ
又
今
此
場
二
監
臨
ス
ル
警
吏
ノ
如
キ
モ
亦
盗
賊
ノ

　
　
　
奴
隷
ナ
リ
云
々
ト
述
フ
ル
ヤ
否
直
ク
ニ
監
臨
警
部
ヨ
リ
中
止
解
散
ヲ
命
シ
遂
二
裁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
八
　
　
（
一
四
四
〇
）

　
判
所
二
於
テ
審
糺
ノ
末
皇
室
二
対
シ
不
敬
ノ
罪
ア
リ
ト
シ
重
禁
鋼
四
年
罰
金
百
円

　
監
視
一
ケ
年
六
月
ノ
刑
二
処
セ
ラ
レ
タ
リ

　
こ
れ
は
明
ら
か
に
大
庭
事
件
の
報
道
で
あ
る
が
、
「
伊
予
ノ
自
由
家
大
庭
」
と
あ

り
．
ま
た
場
所
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
あ
た
か
も
熊
本
で
の
事
件
の
よ
う
な

印
象
を
あ
た
え
る
．
「
伊
賀
デ
自
由
家
大
庭
云
々
」
と
書
く
べ
ぎ
を
「
伊
予
ノ
自
由

家
大
庭
云
々
」
と
誤
記
し
た
の
で
、
結
果
的
に
は
大
き
な
誤
報
と
な
つ
た
の
で
あ

る
。　

こ
れ
と
関
連
す
る
も
の
に
、
「
佐
々
木
高
行
日
記
」
明
治
十
五
年
五
月
三
日
の
条

に
所
載
の
次
の
今
橋
巌
書
簡
が
あ
る
（
家
永
・
前
掲
共
和
主
義
の
伝
統
・
思
想
昭
和

三
十
三
年
八
月
号
・
一
〇
頁
お
よ
び
松
尾
章
一
「
自
由
民
権
思
想
の
研
究
」
・
昭
和

四
十
年
・
一
五
一
頁
等
よ
り
引
用
）

　
　
昨
夜
佐
々
木
猛
尋
ネ
呉
レ
申
候
処
一
両
日
以
前
同
氏
ノ
同
志
熊
本
ヨ
リ
帰
候
趣

該
地
二
於
テ
ハ
漸
進
急
進
ノ
睨
ギ
甚
ダ
シ
ク
互
二
短
刀
ヲ
懐
中
シ
テ
往
来
致
シ
候

　
程
ノ
事
ノ
由
二
御
座
候
過
日
急
進
家
ノ
面
々
演
説
ノ
刻
蕎
麦
上
盲
フ
モ
ノ
ハ
三
ツ

　
ノ
角
ア
リ
最
初
ハ
食
物
ニ
ナ
ラ
ズ
之
ヲ
石
臼
ニ
テ
砕
キ
潰
シ
タ
レ
バ
始
メ
テ
白
粉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
カ
ド

　
ト
ナ
リ
人
間
ノ
食
物
ト
ナ
リ
滋
養
物
ト
ナ
ル
也
三
角
ヲ
砕
ク
ニ
非
レ
バ
人
間
ノ
食

物
ト
ナ
ル
事
ナ
シ
三
角
ハ
則
チ
帝
ト
同
ジ
之
ヲ
砕
ク
ニ
非
レ
バ
自
由
権
利
ヲ
伸
ル

事
能
フ
マ
ジ
云
々
将
神
武
天
皇
ハ
支
那
ヨ
リ
渡
リ
来
テ
日
本
国
ヲ
盗
ミ
タ
ル
者
ナ

　
リ
云
々
右
等
ノ
如
キ
演
説
ヲ
致
シ
候
者
有
之
即
坐
ニ
テ
警
察
官
拘
引
当
今
取
調
べ

　
中
ノ
由
二
候
也

　
こ
れ
は
、
熊
本
県
下
の
天
皇
制
批
判
論
の
演
説
を
示
す
も
の
と
し
て
、
こ
れ
ま
で

諸
先
学
に
よ
り
注
目
さ
れ
て
い
る
史
料
で
あ
る
（
家
永
・
前
掲
論
文
・
一
〇
頁
、
松

尾
・
前
掲
書
・
一
五
一
頁
、
水
野
公
寿
「
相
愛
社
の
展
開
過
程
」
・
近
代
熊
本
第
六

号
・
昭
和
三
十
九
年
・
一
二
頁
）
。
し
か
し
、
こ
の
書
簡
と
、
前
述
の
紫
漠
雑
誌
の

誤
報
記
事
と
を
照
合
す
る
と
、
右
書
簡
の
末
尾
の
「
神
武
天
皇
云
々
」
の
個
所
は
、

大
庭
事
件
を
熊
本
に
お
け
る
出
来
事
と
し
て
述
べ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
も
で
き



　
　
　
ミ
カ
ド

　
る
．
「
三
角
云
々
」
の
一
件
に
つ
い
て
は
、
他
に
史
料
が
み
あ
た
ら
な
い
が
、
そ
う

　
し
た
演
説
が
実
際
に
行
わ
れ
た
と
す
れ
ば
．
当
然
警
察
に
よ
つ
て
摘
発
さ
れ
た
と
思

　
わ
れ
る
に
も
拘
ら
ず
、
現
在
の
と
こ
ろ
．
当
時
の
熊
本
で
不
敬
罪
事
件
が
発
生
し
た

形
跡
を
み
い
だ
し
え
な
い
。
な
お
、
後
考
に
待
ち
た
い
．
紫
演
雑
誌
の
記
事
は
、
熊

本
県
警
本
部
警
察
史
編
集
係
浜
田
久
夫
氏
の
御
教
示
に
よ
る
。
そ
の
学
恩
を
謝
す
．

（
2
）
　
こ
れ
よ
り
も
、
簡
単
に
事
件
を
報
道
し
た
も
の
に
、
十
五
年
三
月
二
十
九
日
・

朝
野
新
聞
、
郵
便
報
知
新
聞
の
記
事
が
あ
る
。

（
3
）
家
永
三
郎
教
授
は
、
こ
の
東
京
日
日
の
記
事
の
大
部
分
を
引
用
し
、
共
和
思
想

　
の
存
在
を
示
す
一
史
料
と
し
て
お
ら
れ
る
（
家
永
・
前
掲
論
文
・
思
想
昭
和
三
十
三

年
八
号
・
九
頁
ー
一
〇
頁
）
。
し
か
し
、
そ
れ
が
不
敬
罪
事
件
で
あ
つ
た
こ
と
は
、

　
明
示
し
て
お
ら
れ
な
い
．

（
4
）
　
治
罪
法
第
五
四
条
第
一
項
　
始
審
裁
判
所
ハ
軽
罪
裁
判
所
ト
シ
テ
其
管
轄
地
内

　
二
於
テ
犯
シ
タ
ル
軽
罪
ヲ
裁
判
ス

（
5
）
（
6
）
　
明
治
十
五
年
一
月
現
在
、
全
国
の
始
審
裁
判
所
は
九
〇
、
治
安
裁
判
所
は

　
一
八
O
で
あ
る
（
「
司
法
沿
革
誌
」
・
昭
和
十
四
年
・
五
七
頁
以
下
参
照
）
。
元
来
、

治
安
裁
判
所
は
違
警
罪
を
管
轄
す
る
裁
判
所
で
あ
る
（
治
罪
法
第
四
九
条
）
。

（
7
）
　
前
掲
治
罪
法
訓
令
類
纂
・
一
九
七
頁
－
一
九
八
頁
、
一
＝
七
頁
。

（
8
）
　
治
安
裁
判
所
に
は
、
検
事
、
検
事
補
は
配
置
さ
れ
て
い
な
い
。

（
9
）
　
判
決
文
に
は
検
察
官
の
氏
名
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
津
地
方
裁
判
所
上
野

支
部
保
管
の
「
訴
訟
帳
簿
」
（
明
治
十
五
年
一
月
－
十
二
月
）
に
よ
る
と
、
大
庭

事
件
に
つ
い
て
「
検
察
官
、
堀
警
部
」
と
あ
る
。
「
堀
警
部
」
は
「
堀
万
興
」
（
明
治

十
五
年
五
月
「
改
正
官
員
録
」
・
二
五
四
枚
表
）
で
、
上
野
警
察
署
長
で
あ
つ
た
と

思
わ
れ
る
。

（
1
0
）
　
本
稿
・
森
田
事
件
の
註
15
・
本
誌
七
七
頁
参
照
。

（
1
1
）
　
前
掲
訴
訟
帳
簿
に
よ
る
．

（
12
）
第
一
審
判
決
に
対
し
上
告
が
あ
つ
た
場
合
は
、
第
一
審
判
決
書
に
大
審
院
判
決

　
　
明
治
十
五
年
刑
法
施
行
直
後
の
不
敬
罪
事
件

書
謄
本
を
添
付
し
て
保
管
さ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
現
在
、
津
地
方
検
察
庁
上
野

支
部
に
保
管
さ
れ
て
い
る
大
庭
事
件
の
判
決
書
に
は
、
そ
う
し
た
添
付
が
な
い
こ
と

か
ら
み
て
、
こ
の
事
件
が
上
告
さ
れ
な
か
つ
た
こ
と
は
確
実
と
思
わ
れ
る
．

前
註
　
こ
の
判
決
書
は
、
津
地
方
検
察
庁
上
野
支
部
保
管
の
判
決
正
本
に
よ
る
。

裁
判
言
渡
書

東
京
府
日
本
橋
区
浜
町
壱
丁
目
二
番
地
士
族

大
庭
成
章

右
被
告
人
二
対
シ
三
重
県
警
部
補
柏
田
諌
見
ヨ
リ
公
訴
二
及
ヒ
タ
ル
政
談
演

説
開
会
ノ
節
腕
力
貴
フ
可
シ
ト
題
セ
ル
其
演
説
中
今
上
天
皇
陛
下
二
対
シ
不

敬
ノ
言
語
ヲ
発
シ
タ
ル
事
件
審
理
判
決
ス
ル
コ
ト
左
ノ
如
シ

被
告
成
章
二
於
テ
ハ
明
治
十
五
年
三
月
十
一
日
夜
伊
賀
国
阿
拝
郡
比
曽
河
内

村
ニ
テ
会
主
兼
弁
士
京
都
府
士
族
岡
正
綱
ト
倶
二
右
比
曽
河
内
村
平
民
川
口

弥
平
次
持
家
二
於
テ
政
談
演
説
会
ヲ
開
ラ
キ
其
節
腕
力
貴
フ
可
シ
ト
題
セ
ル

一
題
ノ
其
演
説
中
二
公
衆
二
向
イ
御
前
サ
ン
方
力
祖
先
ト
貴
フ
処
ノ
神
武
天

皇
ト
謂
フ
ハ
日
本
近
カ
キ
ニ
ア
ル
異
国
人
ニ
テ
腕
力
ノ
最
モ
強
キ
モ
ノ
ナ
リ

其
人
日
本
ノ
ア
ル
ヲ
知
リ
日
本
二
来
テ
強
キ
腕
力
ヲ
以
テ
日
本
ノ
腰
抜
ケ
人

ヲ
圧
倒
シ
テ
日
本
ヲ
奪
フ
タ
ル
則
大
盗
賊
ダ
其
盗
賊
ノ
神
武
天
皇
ノ
末
流
タ

ル
今
ノ
今
上
天
皇
陛
下
ヲ
始
メ
太
政
大
臣
参
議
モ
大
盗
賊
ダ
其
下
二
遣
ハ
ル

・
帽
ヲ
冠
リ
棒
ヲ
携
へ
腰
二
「
ガ
チ
ヤ
」
「
ガ
チ
ヤ
」
ス
ル
モ
ノ
ヲ
附
テ
居
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
九
　
　
（
一
四
四
一
）



　
　
明
治
十
五
年
刑
法
施
行
直
後
の
不
敬
罪
事
件

奴
ハ
皆
小
盗
賊
タ
ト
演
タ
ル
ハ
理
ヲ
推
セ
ハ
同
様
ニ
ナ
ル
コ
ト
ナ
リ
ト
供
出

ス
ル
ト
難
モ
天
皇
陛
下
二
対
シ
大
盗
賊
ダ
ト
不
敬
ノ
言
語
ヲ
発
ス
ル
ハ
不
敬

ノ
所
為
ヲ
ナ
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
確
認
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

刑
法
第
百
十
七
条
二
日
　
天
皇
三
后
皇
皇
太
子
二
対
シ
不
敬
ノ
所
為
ア
ル
者

ハ
三
月
以
上
五
年
以
下
ノ
重
禁
鋼
二
処
シ
ニ
十
円
以
上
二
百
円
以
下
ノ
罰
金

ヲ
附
加
ス
ト
ア
リ

刑
法
第
百
二
十
条
二
日
　
此
章
二
記
載
シ
タ
ル
罪
ヲ
犯
シ
軽
罪
ノ
刑
二
処
ス

ル
者
ハ
六
月
以
上
二
年
以
下
ノ
監
視
二
付
ス
ト
ア
リ

右
ノ
理
由
ナ
ル
ニ
依
リ
検
察
官
ノ
意
見
ヲ
聴
キ
刑
法
第
百
十
七
条
及
ヒ
第
百

二
十
条
等
ノ
法
律
二
照
シ
重
禁
鋼
四
年
二
処
シ
罰
金
百
円
ヲ
附
加
シ
監
視
一

年
六
月
二
付
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ

　
　
　
於
上
野
治
安
裁
判
所

　
　
　
　
　
安
濃
津
軽
罪
裁
判
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
判
事
補
新
田
義
敏

　
　
　
　
　
　
明
治
十
五
年
三
月
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
書
記
　
大
井
武
美

後
記
　
本
事
件
関
係
の
裁
判
文
書
の
調
査
に
は
、
三
重
県
警
部
下
条
繁
氏
（
現
在
松
阪

　
署
勤
務
）
の
御
援
助
を
う
け
た
．
こ
こ
に
記
し
て
そ
の
学
恩
を
謝
す
。

九
〇
　
　
（
一
四
四
二
）


